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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等
 

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期

決算年月 2022年１月 2023年１月 2024年１月 2025年１月 2026年１月

売上高 (百万円） 139,429 174,615 195,881 214,890 218,329

経常利益 (百万円） 15,672 22,669 21,733 16,943 13,815

親会社株主に帰属する

当期純利益
(百万円） 11,778 17,581 15,545 12,219 3,151

包括利益 (百万円） 14,606 21,208 18,894 16,138 6,583

純資産額 (百万円） 61,383 80,607 96,993 110,327 113,614

総資産額 (百万円） 134,036 159,803 195,696 223,698 240,994

１株当たり純資産額 (円） 334.41 439.42 528.77 601.83 619.71

１株当たり当期純利益 (円） 64.45 96.20 85.06 66.86 17.25

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
(円） － － － － －

自己資本比率 (％） 45.6 50.3 49.4 49.2 47.0

自己資本利益率 (％） 21.7 24.9 17.6 11.8 2.8

株価収益率 (倍） 25.85 14.10 16.19 13.58 43.13

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円） 18,129 22,082 31,676 24,368 24,135

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円） △17,743 △19,593 △36,394 △26,512 △28,773

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円） 12,469 △665 8,833 11,073 7,117

現金及び現金同等物の

期末残高
(百万円） 31,140 33,883 39,192 49,604 52,742

従業員数
(人）

3,803 4,084 4,282 4,609 4,858

[外、平均臨時雇用者数] [420] [454] [582] [482] [485]

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第89期から適用しており、第

89期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

３．当社グループは、第89期から「株式給付信託（BBT）」を導入しており、第89期以降の１株当たり純資産額

の基礎となる期末発行済株式数はその計算において控除する自己株式に当該信託が保有する当社株式を含め

ており、また、１株当たり当期純利益の基礎となる期中平均株式数はその計算において控除する自己株式に

当該信託が保有する当社株式を含めております。

４．2024年８月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。第88期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
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(2）提出会社の経営指標等
 

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期

決算年月 2022年１月 2023年１月 2024年１月 2025年１月 2026年１月

売上高 (百万円） 98,926 113,921 130,638 132,699 135,381

経常利益 (百万円） 11,764 15,591 16,135 12,268 9,132

当期純利益 (百万円） 8,414 12,543 11,716 9,217 299

資本金 (百万円） 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403

発行済株式総数 (株） 39,466,865 39,466,865 39,466,865 197,334,325 197,334,325

純資産額 (百万円） 48,422 59,218 68,678 75,183 72,495

総資産額 (百万円） 111,720 128,202 158,953 178,773 186,075

１株当たり純資産額 (円） 264.95 324.03 375.80 411.40 396.70

１株当たり配当額
(円）

64.00 65.00 72.00 40.00 18.00

(うち１株当たり中間配当額) (9.00) (21.00) (24.00) (28.00) (6.00)

１株当たり当期純利益 (円） 46.04 68.63 64.11 50.44 1.64

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
(円） － － － － －

自己資本比率 (％） 43.3 46.2 43.2 42.1 39.0

自己資本利益率 (％） 18.8 23.3 18.3 12.8 0.4

株価収益率 (倍） 36.18 19.76 21.48 18.00 453.66

配当性向 (％） 27.8 18.9 22.5 34.9 1,097.6

従業員数
(人）

1,944 2,027 2,192 2,357 2,449

[外、平均臨時雇用者数] [412] [438] [463] [471] [469]

株主総利回り (％） 205.0 168.7 173.0 117.9 100.1

（比較指標：配当込みTOPIX） (％） (107.0) (114.6) (151.7) (169.7) (222.5)

最高株価 (円） 11,970 12,880 10,180
1,152

(10,010)
934

最低株価 (円） 3,460 5,970 6,190
721

(5,472)
513

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所（プライム市場）におけるものであり、それ

以前は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第89期から適用しており、第

89期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

４．当社は、第89期から「株式給付信託（BBT）」を導入しており、第89期以降の１株当たり純資産額の基礎と

なる期末発行済株式数はその計算において控除する自己株式に当該信託が保有する当社株式を含めており、

また、１株当たり当期純利益の基礎となる期中平均株式数はその計算において控除する自己株式に当該信託

が保有する当社株式を含めております。

５．当社は、2024年８月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。第88期の期首に

当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

６．当社は、2024年８月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。第91期の株価に

ついては株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、括弧内に株式分割前の最高株価及び最低株価

を記載しております。また、第91期の「１株当たり配当額」は中間配当額を株式分割前の28円00銭、期末配

当額を株式分割後の12円00銭とし、年間配当額は単純合算合計額である40円00銭として記載しております。
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２【沿革】

年月 沿革

1949年１月 創業者である三井孝昭が、福岡県八幡市筒井町１丁目（現北九州市八幡西区黒崎５丁目）において

金型の製造販売業を開始

1954年３月 熱処理後総研削仕上げ金型１号機を納入

1957年４月 資本金150万円で株式会社三井工作所を設立

1958年12月 タングステンカーバイド金型（ノッチング型）を開発

1959年５月 モーターコア用タングステンカーバイド精密順送り金型の製造技術を開発し、製造販売を開始

1960年10月 福岡県八幡市（現北九州市八幡西区小嶺）に小嶺工場（現本社・八幡事業所）を新設

1961年４月 平面研削盤の量産化体制を整え外販を開始

1966年５月 ＩＣリードフレーム打抜き用のタングステンカーバイド試作金型を開発

1966年８月 米国（イリノイ州）にシカゴ事務所を開設

1969年６月 ＩＣリードフレームの製造販売を開始

1972年４月 米国(イリノイ州)に現地法人インターナショナル・リードフレーム・コーポレーションを設立

(1980年１月閉鎖)

1972年12月 シンガポールに現地法人ミツイ・マニュファクチュアリング（シンガポール）プライベート・リミ

テッド（現ミツイ・ハイテック（シンガポール）プライベート・リミテッド）を設立

1973年１月 香港に現地法人ミツイ・マニュファクチュアリング（ホンコン）リミテッド（現ミツイ・ハイテッ

ク（ホンコン）リミテッド）を設立（2026年１月清算）

1974年８月 ＭＡＣシステム（積層鉄芯金型内自動結束装置）を開発

1979年10月 ＩＣリードフレームのめっき事業を開始・自動連続スポットめっき装置を開発

1980年１月 米国(カリフォルニア州)に現地法人インターナショナル・リードフレーム・コーポレーションを設

立（1999年４月社名をミツイ・ハイテック（ユー・エス・エイ）インコーポレイテッドに変更）

（2023年７月清算）

1980年３月 米国(イリノイ州)に現地法人ミツイ・プレシジョン・マシーナリー・コーポレーションを設立

（2003年２月ミツイ・ハイテック（ユー・エス・エイ）インコーポレイテッドを吸収合併し、社名

をミツイ・ハイテック（ユー・エス・エイ）インコーポレイテッドに変更）（2023年７月清算）

1984年５月 商号を株式会社三井ハイテックに変更

1984年７月 ＩＣ組立事業を開始（2018年10月　同事業清算）

1984年９月 福岡証券取引所に株式を上場

1985年９月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

1987年１月 マレーシアに現地法人ミツイ・ハイテック（マレーシア）センドリアン・バルハドを設立

1987年４月 金型部品の外販を開始

1991年６月 株式会社三井電器の株式を取得し、子会社化

1991年７月 東京証券取引所市場第一部に株式を上場

1993年12月 中国に北京事務所を開設

1994年７月 中国に現地法人三井高科技（天津）有限公司を設立

1996年３月 中国に現地法人三井高科技（上海）有限公司を設立

1997年１月 シンガポールに現地法人ミツイ・アジア・ヘッドクォーターズ・プライベート・リミテッドを設立

1997年９月 米国に現地法人エムエイチティ・アメリカ・ホールディングス・インコーポレイテッドを設立

（2023年７月清算）

1998年10月 台湾に現地法人ミツイ・ハイテック（タイワン）カンパニー・リミテッドを設立

1999年６月 イタリアにミラノ事務所を開設

1999年12月 タイに現地法人ミツイ・ハイテック（タイランド）カンパニー・リミテッドを設立

2002年９月 中国に現地法人三井高科技（広東）有限公司を設立

2003年２月 株式会社三井スタンピングを設立

2007年11月 コンプライアンスに優れた特定輸出業者として、門司税関から認定(九州本社の企業として初)

2012年１月 マグネットモールド®の商標登録（商標登録第5466790号）

2013年６月 Ｍａｇｎｅｔ Ｍｏｌｄ®の商標登録（商標登録第5588240号）

2015年１月 カナダに現地法人ミツイ・ハイテック（カナダ）インコーポレイテッドを設立

2017年２月 株式会社三井電器を吸収合併し、株式会社三井ハイテック 阿蘇事業所と名称変更

2018年９月 ポーランドに現地法人ミツイ・ハイテック（ヨーロッパ）エスペーゾーを設立

　　 〃 ドイツにフランクフルト駐在員事務所を開設（2026年１月閉鎖）

2018年11月 岐阜県可児市に岐阜事業所を新設

2022年４月 東京証券取引所市場第一部から新市場区分（プライム市場）へ移行

2023年８月 アメリカに現地法人ミツイ・ハイテック ノースアメリカ インコーポレイテッドを設立

　　 〃 メキシコに現地法人ミツイ・ハイテック メヒカーナ エス・エー・デ・シー・ブイを設立

2024年12月 ドイツに現地法人ミツイ・ハイテック ドイチュランド ゲーエムベーハーを設立
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３【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社14社により構成され、主な事業内容は、金型・工作機械、電子部品、電機部

品の製造・販売であります。

下記３事業は「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　（1）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメント情報

の区分と同一であります。

主な製品の名称は次のとおりであります。

セグメント名称 主な製品

金型・工作機械 プレス用金型・平面研削盤

電子部品 リードフレーム

電機部品 モーターコア製品

 

また、当社及び主要な連結子会社に関わるセグメントとの関連は、次のとおりであります。

所在地 会社名

セグメント名称

金型
工作機械

電子部品 電機部品

日本 ㈱三井ハイテック（当社） 〇 〇 〇

アジア ミツイ・ハイテック（シンガポール）プライベート・リミテッド  〇  

アジア ミツイ・ハイテック（マレーシア）センドリアン・バルハド  〇  

アジア 三井高科技（天津）有限公司  〇  

アジア 三井高科技（上海）有限公司  〇 〇

アジア ミツイ・ハイテック（タイワン）カンパニー・リミテッド  〇  

アジア ミツイ・ハイテック（タイランド）カンパニー・リミテッド   〇

アジア 三井高科技（広東）有限公司   〇

日本 ㈱三井スタンピング   〇

米州 ミツイ・ハイテック（カナダ）インコーポレイテッド   〇

欧州 ミツイ・ハイテック（ヨーロッパ）エスペーゾー   〇

米州 ミツイ・ハイテック メヒカーナ エス・エー・デ・シー・ブイ   〇

（注）１．ミツイ・ハイテック メヒカーナ エス・エー・デ・シー・ブイは2023年８月11日付けで設立しており、モー

ターコア製品の量産開始に向けて準備を進めております。

２．ミツイ・アジア・ヘッドクォーターズ・プライベート・リミテッドは、統括管理会社であるため、またミツ

イ・ハイテック ノースアメリカ インコーポレイテッド、ミツイ・ハイテック ドイチュランド ゲーエム

ベーハーは事業活動が販売支援であるため、記載しておりません。

３．ミツイ・ハイテック（ホンコン）リミテッドは、2024年５月24日開催の株主総会で解散及び清算の決議を行

い、2026年１月に清算結了しました。
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　以上について事業系統図を示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
又は
出資金

主要な事業の内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

役員の兼任

資金援助
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

当社
役員
(人)

当社
従業員
(人)

（連結子会社）          

ミツイ・ハイテッ

ク(シンガポール)

プライベート・リ

ミテッド

シンガポール

共和国トゥア

ス

千US$

2,723
電子部品

100.0

(100.0)
1 3 －

プレス用金型の販売

及びリードフレーム

の販売をしておりま

す。

なし

ミツイ・ハイテッ

ク(マレーシア)セ

ンドリアン・バル

ハド

マレーシア連

邦セランゴー

ル州シャーア

ラム

千M$

28,000
電子部品

100.0

(100.0)
1 2 －

プレス用金型の販売

及びリードフレーム

の販売をしておりま

す。

なし

三井高科技(天津)

有限公司※

中華人民共和

国天津市

千元

173,292
電子部品

100.0

(100.0)
2 2 1,717

プレス用金型の販売

及びリードフレーム

の販売、仕入をして

おります。

なし

三井高科技(上海)

有限公司※

中華人民共和

国上海市

千元

236,453

電子部品

電機部品

100.0

(50.0)
3 1 6,982

プレス用金型、リー

ドフレーム、モー

ターコア及び工作機

械の販売をしており

ます。

なし

ミツイ・アジア・

ヘッドクォーター

ズ・プライベー

ト・リミテッド※

シンガポール

共和国トゥア

ス

千S$

107,805
（統括管理） 100.0 2 － － なし なし

ミツイ・ハイテッ

ク(タイワン)カン

パニー・リミテッ

ド※

台湾高雄市
千NT$

1,271,000
電子部品

100.0

(23.8)
2 2 －

プレス用金型の販売

及びリードフレーム

の販売をしておりま

す。

なし

ミツイ・ハイテッ

ク(タイランド)カ

ンパニー・リミ

テッド

タイ王国アユ

タヤ

千BAHT

430,000
電機部品

100.0

(76.5)
1 2 －

プレス用金型の販売

をしております。
なし

三井高科技(広東)

有限公司※

中華人民共和

国東莞市

千元

300,838
電機部品

100.0

(100.0)
2 3 －

プレス用金型の販売

及びモーターコアの

販売、仕入をしてお

ります。

なし
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名称 住所
資本金
又は
出資金

主要な事業の内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

役員の兼任

資金援助
(百万円)

営業上の取引
設備の
賃貸借

当社
役員
(人)

当社
従業員
(人)

㈱三井スタンピン

グ

北九州市八幡

西区

千円

100,000
電機部品 90.0 2 2 2,200

プレス用金型の販売

及びモーターコアの

販売、仕入をしてお

ります。

あり

ミツイ・ハイテッ

ク(カナダ)イン

コーポレイテッ

ド※

カナダオンタ

リオ州

千US$

88,293
電機部品 100.0 1 3 19,357

プレス用金型の販売

及びモーターコアの

販売をしておりま

す。

なし

ミツイ・ハイテッ

ク（ヨーロッパ）

エスペーゾー※

ポーランド共

和国オポーレ

県

千PLN

30,500
電機部品 100.0 1 4 12,696

プレス用金型の販売

及びモーターコアの

販売をしておりま

す。

なし

ミツイ・ハイテッ

ク メヒカーナ エ

ス・エー・デ・

シー・ブイ※

メキシコ合衆

国グアナファ

ト州

千MXN

1,010,847
電機部品 100.0 1 2 7,242

プレス用金型の販売

及びモーターコアの

販売をしておりま

す。

なし

ミツイ・ハイテッ

ク ノースアメリ

カ インコーポレ

イテッド

米国ミシガン

州

千US$

250
電機部品 100.0 1 1 －

なし
なし

ミツイ・ハイテッ

ク ドイチュラン

ド ゲーエムベー

ハー

ドイツ連邦共

和国ヘッセン

州

千EUR

25
電機部品 100.0 1 1 －

なし
なし

 
　（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．名称欄の※は特定子会社に該当しております。

３．議決権の所有割合欄の（内数）は、間接所有であります。

４．ミツイ・ハイテック メヒカーナ エス・エー・デ・シー・ブイの株式は、株式会社三井ハイテックが99.99％

所有し、ミツイ・ハイテック（カナダ）インコーポレイテッドが0.01%を所有しております。

５．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している連結子会社はありません。

６．ミツイ・ハイテック（ホンコン）リミテッドは、2024年5月24日開催の株主総会で解散及び清算の決議を行

い、2026年1月に清算結了しました。

７．三井高科技(上海)有限公司については、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

 
三井高科技（上海）有限公司

(百万円)

(1)売上高 31,171

(2)経常利益 3,909

(3)当期純利益 2,928

(4)純資産額 17,610

(5)総資産額 31,170
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2026年１月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

金型・工作機械 470 (125)

電子部品 1,774 (212)

電機部品 2,155 (60)

全社（共通） 459 (88)

合計 4,858 (485)

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数は（　）内

に年間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時雇用者には、パートタイマー及び嘱託契約の従業

員を含み、派遣社員を除いております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

 

(2）提出会社の状況

    2026年１月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

2,449 (469) 38.9 12.9 7,122,727

 

セグメントの名称 従業員数（人）

金型・工作機械 466 (125)

電子部品 730 (208)

電機部品 904 (48)

全社（共通） 349 (88)

合計 2,449 (469)

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人

員を外数で記載しております。なお、臨時雇用者には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣

社員を除いております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

(3）労働組合の状況

　組合結成以来、労使双方の相互理解により労使関係は穏健であり、すべて当事者間の協議により円満に推移して

おります。
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(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

当事業年度

管理職に占める女性労働
者の割合（％）
　　　（注）１．

男性労働者の育児休業取
得率（％）
　　　（注）２．

労働者の男女の賃金の差異（％）
（注）１．

全労働者 正規雇用労働者 非正規雇用労働者

2.9 60.0 65.2 80.4 60.6

（注）対象期間：2025年度（2025年2月1日から2026年1月31日まで）

　　　１．管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異については、「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。

　　　　　男女の賃金の差異については、職務内容、能力、役職等が同じ男女労働者間での賃金差異はありません。

　　　　　賃金には、通勤手当が含まれておりません。

２．男性労働者の育児休業取得率については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律」（平成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取

得割合を算出したものであります。

 

②　連結子会社

連結子会社はいずれも「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による

公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
　(1）経営の基本方針
　当社グループは創業以来、社是である「世界の人々に役立つ製品をつくる」、「互恵互善の理念に徹し相互の利益
をはかる」、「平等の精神を基本とし働く者の楽園を築く」を経営理念とし、開発型ものづくり企業として超精密加
工技術を武器に世の中のニーズにマッチした価値をグローバルに供給することで、もっと便利に、もっと豊かに、安
心して暮らせる「しあわせな未来」を実現します。

 
　(2）経営環境及び対処すべき課題等
　カーボンニュートラルの実現に向けた社会の取り組みやデジタル技術の高度化は世界中で急速に進んでおり、長期
的に継続するものと考えています。その過程には当社の主力事業である「電動車分野」と「半導体分野」の成長が含
まれており、当社グループの事業成長の機会と捉えています。このような環境の中、当社グループは、電動車向け駆
動・発電用モーターコアを中心とした供給能力増強に取り組むとともに、金型設計から製品供給までの一貫生産の強
みを活かし、他社との差別化や生産性向上をはじめとした原価低減の取り組みによる競争力強化を図ります。また、
各事業・拠点間のシナジーの拡大により、グループでの健全な事業規模拡大に向けた経営基盤強化に取り組んで参り
ます。
 
　このような取り組みにより、翌連結会計年度の連結業績見通しは、売上高は2,330億円（当期比6.7％増）、営業利
益は電機部品の先行投資コストの影響等により110億円（当期比13.1％減）、経常利益は100億円（当期比27.6％
減）、親会社株主に帰属する当期純利益は70億円（当期比122.1％増）を予想しております。
 

 
各セグメントの取り組み内容は、以下のとおりであります。

 
（金型・工作機械）
　顧客潜在ニーズを具現化する技術の確立や、顧客ニーズの先取と顧客価値を向上させる技術提案営業の強化に
より、基盤事業として、重点事業である電子部品事業、電機部品事業の競争力向上への貢献を図って参ります。

 
（電子部品）
　リードフレームパッケージが中心となるレガシー半導体の需要は、緩やかに回復していく見通しです。顧客の
開発支援や顧客価値の追求をはじめとする営業機能の強化、生産における需要変動への対応力強化に取り組み、
収益の確保を図ります。

 
（電機部品）
　電気自動車(BEV)市場の拡大スピードに鈍化がみられるものの、グローバルでの電動車市場の伸長による事業成
長の機会は今後も継続するものと考えております。このような環境の中、米州・欧州を中心とした市場成長のタ
イミングに即した生産能力増強投資の実行、金型事業との連携による幅広い製品・工法のラインアップの活用や
コスト競争力を活かして受注獲得を図り、引き続き事業拡大を進めて参ります。
　なお、当連結会計年度において欧州のBEV向けモーターコア関連事業にて特別損失を計上いたしましたが、HEV
向けモーターコアの堅調な需要を基盤としつつ、BEV向けモーターコアでは市場の動向を的確に見定めながら、新
規顧客の開拓及び既存顧客での採用拡大に取り組むことにより、収益性を回復し、持続的な成長を図って参りま
す。

 
　(3）中長期的な経営戦略と経営目標
　当社グループは社是を経営理念として、持続的な成長と企業価値の向上に向け、それぞれの時代に合った製品・部
品の開発を行い、お客様のニーズに応えて参りました。
　近年、全世界的に環境保全に対する法整備が進んでおり、環境問題への取り組みの必要性、企業の社会的責務はま
すます増大していると考えております。当社グループとしましては、「超精密加工でしあわせな未来を」というス
ローガンのもと、"Save energy. Save earth. Save life."を経営指針の柱に掲げ、超精密加工技術を核に環境対応
技術の普及に貢献する製品・部品の供給拡大と生産性向上に今後も継続して取り組んで参ります。加えて、電動車市
場のグローバル成長機会を掴むための先行投資の実行、収益性・資本効率の向上、サステナビリティマネジメントに
より、中長期での企業価値向上を目指します。
　一方で、2025年3月に公表した中期経営計画における事業環境の想定に対して、電動車市場の成長やレガシー半導
体市場の回復において遅れが生じております。このような状況を踏まえ、2028年１月期の財務目標（売上高・営業利
益・ROE・ROIC）を見直すことといたしました。新たに設定する中期的な財務目標（2028年１月期）は、売上高2,630
億円、営業利益150億円、売上高営業利益率5.7％、ROE8.0％以上、ROIC5.0％以上を目指します。併せて、電動車市
場の成長見通しの変化を鑑み、設備投資計画も最適化を図り、直近３か年の投資額を1,100億円から960億円へと抑制
いたします。
 
　本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末(2026年１月31日)現在において判
断したものであります。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。なお、文中の将来に関

する事項は、当連結会計年度末(2026年1月31日)現在において当社グループが判断したものであります。

　当社グループは、地球環境の保全と事業活動との調和を図りつつ、企業理念である「社是」や、経営指針の柱に掲

げているわが社の目的「Save energy. Save earth. Save life.」を推進することで、長期的な企業価値向上を目指

すと同時に、持続可能な社会の実現を目指していきます。

 

（１）サステナビリティの考え方及び取組

 

①ガバナンス

　当社グループにおけるサステナビリティ活動の管理・監督を目的に、社長を議長とするサステナビリティ推進委

員会を設置しています。各サステナビリティ活動の推進責任を各主管部門が持ち、各事業本部企画部門へ推進指示

を出します。各事業本部の企画部門が検討の初期段階から関与することで、各事業戦略に連動した活動を推進しま

す。

　サステナビリティ推進委員会は定期的に各主管部門より報告を受け、活動について指示・監督を行います。ま

た、サステナビリティ推進委員会が、各サステナビリティ活動について取締役会へ報告し指示を受けることなどを

通じて、取締役会は当社のサステナビリティ活動を管理・監督しています。

 

②戦略

　サステナビリティを重視した経営を行っていくにあたり、さまざまなステークホルダーの期待と信頼に応え、企

業理念の「社是」や、経営方針の柱に掲げている「Save energy. Save earth. Save life.」を推進すべく、社会

と当社が持続的に成長するための重要課題として、「三井ハイテックのマテリアリティ」を特定しています。さら

に、国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の17目標に取り組んでいくために、当社のマテリアリティとSDGsを関連

付け、事業活動を推進していきます。

 

テーマ マテリアリティ

環境に配慮した

取り組み

GHG排出量の削減

資源の有効活用と水資源の保全

廃棄物の抑制とリサイクルの推進

環境負荷を低減する製品・技術の開発

人的資本の強化

労働環境の整備と働き方改革

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

人権の尊重

公正なガバナン

ス体制の維持

コーポレートガバナンスの向上

コンプライアンスの遵守

社会・ステーク

ホルダーへの責

任

製品を通じた安心・安全・快適な社会の構築への貢献

高品質・高精度な製品の安定供給

サプライチェーンマネジメントの向上
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③リスク管理

　当社は、当社グループを取り巻く事業環境の変化が激しく、不確実性への対応が求められる中で、グループ全体

でリスクマネジメント体制の強化を図っています。

　当社のリスク管理について定める「リスク管理規程」において、各部門及び各グループでリスク管理の責任者を

定め、想定されるリスクの発生防止及び発生時の対応等を統制しています。経営企画本部は、当社グループ全体の

リスクを網羅的・統括的に管理します。

　また、当社では「リスク予測管理要領」に基づき、内部統制部門が、想定される様々なリスクを抽出した上、当

該リスクを管理する統括部署を設定し、リスクに関する取り組みを管理・監督しています。なお、これらの想定リ

スクは、近年の社会情勢・経済環境の急激な変化に対応するため、毎年見直しを行っています。さらに、当該想定

リスクは、発生の頻度と影響度の観点から評価し、重要度の高いリスクを「重点リスク」と位置付け重点的に管理

しています。内部統制部門はこうしたリスクマネジメント活動をモニタリングし、当社グループ全体でリスクの未

然防止とリスクが顕在化した場合の被害の最小化に取り組んでいます。

　このリスクマネジメント活動は、定期的に内部統制部門から取締役会に報告されており、取締役会によるモニタ

リングも実施されています。

 

④指標及び目標

　サステナビリティに関する指標及び目標は、それぞれ「（２）気候変動への対応」「（３）人的資本に関する取

組」の中で記載しています。

 

（２）気候変動への対応

　昨今、地球規模の環境課題の解決に向け、長期的な取り組みを継続することが企業に求められています。当社グ

ループは子孫に豊かな地球を残すため、「Save energy. Save earth. Save life」を経営指針の柱に掲げ、脱炭素

（カーボンニュートラル）社会の構築に貢献する技術及び製品の開発、並びに事業活動における温室効果ガスの排

出削減に取り組むことにより、地球環境の保全と事業活動の調和を図り、持続可能な成長を目指します。

　当社グループは環境への取り組みを、企業経営の最重要課題の一つとして位置付け、全社事業計画と密接した取

り組みを進めていきます。

 

①ガバナンス

・三井ハイテック環境方針

　当社は「ISO14001環境方針」として基本理念と基本方針を定め、グループ会社を含め拠点ごとに環境マネジメン

トシステムを構築して、環境活動を推進しています。

 

※三井ハイテック環境方針は以下をご参照下さい。

https://www.mitsui-high-tec.com/sustainability/external/

 

・取締役会の役割、監視体制

　当社は、社会的責任を果たし持続的に発展していくための重要な経営課題の一つとして気候変動問題を含む「環

境問題」を認識しており、取締役会による管理・監督とサステナビリティ推進委員会を中心とするガバナンス体制

を構築しています。サステナビリティ推進委員会は経営企画本部サステナビリティ推進部を事務局として年2回開

催され、活動状況を取締役会に報告しています。

　取締役会は、サステナビリティ推進委員会からの報告を受け、その活動状況の管理・監督を行うとともに、気候

変動問題への取り組みを含むサステナビリティに係る基本方針や重要事項の決定を行います。

 

②戦略

　当社では、気候関連のリスクと機会は、中長期にわたり当社の事業活動に影響を与える可能性があると認識して

います。外部環境の変化や様々な状況下におけるリスクや機会を考慮するため、TCFD提言におけるシナリオ分析の

枠組みを活用し、1.5℃シナリオ・4℃シナリオの双方において、気候変動が当社事業に影響を及ぼすリスク・機会

の特定と、その時間軸や可能性、財務影響度の評価を行いました。

　シナリオ分析の結果、気候関連リスクは当社事業に対しマイナスの影響を与えうると想定される一方、電動車や

半導体への需要が大幅に高まることにより当社の主力事業である電機部品・電子部品・金型事業において大きな気

候関連機会が想定され、当社は気候変動に対して一定のレジリエンスを有しているものと認識しています。シナリ

オ分析については、継続的な実施を検討しています。
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 シナリオの概要 発現時期 可能性 影響度 当社事業に想定される影響 対応策

1.5℃

シナリ

オ

炭素税などの炭

素排出政策が導

入・強化される

中長期 高い 中 リスク

脱炭素施策の導入・強化が必須となり、

事業活動に必要なエネルギーや資材の調

達コストが増加する。

当社グループの2021年度Scope 1、2 排

出量9.8万トン-CO2に対し、WEO 2021

NZEシナリオにおける2030年の先進国

カーボンプライス予測となる$130（1米

ドル＝149.7円と想定、当社2025年度平

均為替レート）のコスト負担が必要にな

ると、約19.4億円のコスト負担増とな

る。

生産時の資源使用量の削減

や、使用電力の再エネ化、

太陽光パネルによる創エネ

の推進等の脱炭素施策を推

進

省エネ・再エ

ネ・脱炭素関連

技術が進展する

中長期 高い 大 機会
脱炭素施策の効果が発現する場合、エネ

ルギー・資材調達コストが抑制される。

環境負荷を低減する製品や

技術の開発推進により、高

まる需要に対応するととも

に製品の競争力を強化

燃費・排ガスや

使用電力の規制

が強化されると

ともに市場や消

費者のニーズが

変化し、社会の

脱炭素化に必要

となる電動車や

半導体への需要

が増加する

短期 高い 大

リスク

ガソリン車の需要減少・電動車や半導体

の需要増加といった顧客業界における需

要変化により、売上構成が変化する。ま

た、モーターコア・リードフレーム・金

型への需要の増加に伴い、競合環境の激

化や原材料調達コストの上昇が生じる。

省資源・省エネルギーに貢

献する製品・部品の供給拡

大と生産性向上に取り組み

競争力を維持・強化すると

ともに、適切な原材料調達

及び販売価格戦略を徹底
機会

電動車や半導体の需要増加に伴いモー

ターコア・リードフレーム・金型への需

要が増加し、売上と利益が増加する。

例として、WEO 2021 NZEシナリオにおい

て、グローバルでの新車販売に占めるEV

車の割合は、2021年の約9%から2030年に

は60%超へと大きく拡大すると見込まれ

ている。

サプライチェー

ン全体の脱炭素

化が進展する

中期 高い 大

リスク

環境負荷の高い製品が敬遠され、顧客か

らの製品の脱炭素化への要請に対応が遅

れると、売上が減少する。 生産時の排出量削減による

製品の脱炭素化への取り組

みを推進
機会

製品の脱炭素化への取り組み推進によ

り、顧客からのサプライチェーンの脱炭

素化への要請に対応できる場合、売上が

増加する。

気候変動に対す

る投資家・ス

テークホルダー

の注目が高まり

情報開示義務が

拡大される

中期 高い 大

リスク

気候変動への対応や情報開示が遅れる

と、企業価値やブランドイメージが棄損

する。
脱炭素施策を遂行し、非財

務情報開示を強化

機会

脱炭素施策の遂行と非財務情報開示の強

化により、投資家・ステークホルダーか

らの評価や信頼が向上した場合、企業価

値も向上する。

4℃

シナリ

オ

異常気象が激甚

化・高頻度化

し、これに伴う

自然災害が増加

する

長期 中程度 大 急性リスク
工場設備等の被災やサプライチェーンの

寸断により操業が停止する。

事業拠点のリスクの把握

と、BCP（事業継続計画）

の策定・強化により、サプ

ライチェーンを含めた事業

全体のレジリエンスを強化

し、災害リスクを抑制

平均気温が上昇

する
長期 中程度 大 慢性リスク

安定した製品品質維持が困難となる。

労働環境の悪化により従業員の生産性が

低下する。

事業拠点のリスクの把握

と、BCPの策定・強化によ

り、レジリエンスを強化

水資源が不足す

る
長期 中程度 大 慢性リスク

特に欧米・中国において熱波・干ばつの

増加により産業用水の供給が不足し、操

業が不安定になる。

事業拠点のリスクの把握

と、BCPの策定・強化によ

り、レジリエンスを強化

海面が上昇する 長期 中程度 中 慢性リスク
海抜の低い地域に所在する事業拠点の水

没リスクが高まる。

事業拠点のリスクの把握

と、BCPの策定・強化によ

り、レジリエンスを強化
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TCFDシナリオ前提

採用シナリオ
４℃シナリオ IPCC第６次報告書

1.5℃シナリオ IEA/WEO2021 NZE

時間軸の定義

短期 2025年頃まで

中期 2030年頃まで

長期 2050年頃まで

シナリオ分析対象 既存事業

 

③リスク管理

　当社はシナリオ分析を実施することで、気候変動影響による「移行リスク」「物理リスク」を網羅的に抽出して

います。抽出したリスクについて採用シナリオごとに「顕在時期」「事業への影響」を評価し、その結果をもって

重要な気候変動リスクを特定しています。

　特定したリスクに関しては、「２　サステナビリティに関する考え方及び取組(1)サステナビリティの考え方及

び取組③リスク管理」で記載した、当社のリスク管理体制で管理しております。

 

④指標及び目標

　当社グループは気候変動対応への指標として、CO2排出量（Scope1・2）の目標を定めています。

[CO2排出量に関する目標及び実績（Scope1・2）]

（単位：千ton-CO2）

2021年度実績

（基準年）
2025年度実績 2026年度目標 2030年度目標

2050年度目標

排出量
削減目標

2021年度比

排出量

削減実績値
削減率 2021年度比 2021年度比

98 △13.6% 35 △35.6% △17.0% △30% 0

 

 

（３）人的資本に関する取組

①ガバナンス

　当社グループでは、「人的資本の強化」についても、気候変動問題同様に、企業の社会的責任を果たし持続的に

発展していくための重要な経営課題と認識し、取締役会による監督とサステナビリティ推進委員会を中心とするガ

バナンス体制を構築しています。この体制のもと、人的資本に関する取り組みをさらに推進していきます。

 

②戦略

　当社グループは、企業としての社会的責任を果たし持続的に発展していくために、「必要人材の確保と成長機会

の提供」「働きやすい職場づくり」に直結した施策（以下、人的資本戦略ロードマップ参照）に取り組みます。

「人」への投資を積極的に行い、パフォーマンス及びモチベーションを最大限向上させることで、従業員がいきい

きと安心して働ける職場づくりを目指しています。

 

・人材に対する方針

　社是の一つである「平等の精神を基本とし働く者の楽園を築く」に基づき、「性別、国籍、社歴等に関係なく、

従業員一人ひとりが能力を最大限発揮し、自律的に学び成長できる人材を育成していくこと」を方針とし、組織文

化醸成とともに人材育成に取り組みます。

 

・人権方針

　当社グループは、従業員を大切にし、基本的人権を尊重することを経営の基本としており、この考え方を、三井

ハイテックグループ行動規範に明記しています。当社グループに所属する全ての役員及び従業員は、行動規範を遵

守すること、互いの人権・人格を尊重することが、安全で明るい職場環境を実現するために不可欠であるとの認識

を共有しています。

　加えて、国籍、性別、年齢、障がいの有無、性自認や性的指向、又は社会的身分などを理由として差別的な取り

扱いは行いません。職場における様々な差別やハラスメント、児童労働や強制労働を容認しません。

　また、内部通報制度を整備・運用しており、人権方針違反などがあった場合は、早期かつ的確な対応を図るとと

もに、その是正について速やかな対応を行っていきます。
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・ダイバーシティ＆インクルージョン

　当社グループは「人」の総合力の発揮に向け、「多様な人材の活用」を目指しています。多様な人材を活用する

ことで、「イノベーション」「潜在的能力の発揮」「バイアス回避」が実現できると考えています。

　ダイバーシティ推進に向け、意識改革研修や、女性が継続的に活躍できる職場づくり、さらに管理職を目指す意

欲を向上させる研修を実施しています。また、若手の時期から知識を向上させることのできる研修体系を構築し、

人材育成を進めています。

 

・従業員エンゲージメント向上の取り組み

　当社は、働きがいのある職場づくりを実現するうえで、従業員エンゲージメントの向上を重要課題として位置づ

けています。2024年度に実施したエンゲージメントサーベイにより把握した課題を踏まえ、2025年度は部門横断で

の改善活動を進めて参りました。

そのうえで、従業員の意見や各部門での改善テーマを整理し、当社としての職場づくりの指針として

「信頼の対話」

「キャリア形成の支援」

「感謝を伝え合う職場風土の醸成」の３つの柱を策定しました。

これらの指針については、社内説明会等を通じて全社に共有し、具体化を進めています。引き続き、改善サイクル

を継続的に実践することで、相互の信頼を高め、従業員の自発的な成長と働きがいの向上を目指して参ります。

2026年度は、この指針のもと、経営層・人事部・各部門が協働して施策を全社的に展開し、従業員が安心して能力

を発揮できるより良い職場環境の構築をさらに推進して参ります。

 

・中期経営計画における人的資本戦略

　当社グループでは中期2027年度に向けた人的資本戦略ロードマップを策定し、持続的成長を目指して参ります。

 

人的資本戦略ロードマップ

 

項目 目的 重点施策

人材育成

人的投資を通じて、個人の力を最大

限に引き出し、技術・知識の継承を

促進することで、持続的に成長する

企業を目指す

・経営を担う人材の計画的育成

（信頼されるリーダー育成/サクセッションプラン/幹

部人材育成/学位取得）

・成長ステージに応じた能力開発の促進

（階層別研修/選抜研修/キャリア形成支援・キャリア

研修/上司への評価者研修）

・自律的なスキル向上を支援

（研修体系の運用継続（eラーニング/語学研修）、

ジョブローテーション）

・技術継承により競争力の基盤を維持

（社内技能検定/定年再雇用制度）

ダイバーシティ＆

インクルージョン

多様な視点を取り入れ、将来のイノ

ベーションの創出や潜在能力の発

揮、バイアスの回避を実現できる環

境を目指す

・女性活躍促進・育児・介護の両立支援

（女性リーダー研修/勤務時間短縮制度/在宅勤務制

度/男性育児休暇取得　等）

・多様な人材の活用

(年齢・国籍・性別・キャリアを問わず、成果と能力

を基準とした公平な評価制度)

採用

事業拡大に伴い必要となる人材の獲

得と適正配置を推進することで、競

争力のある企業を目指す

・必要なスキル・人材を的確に把握し、社内外から最

適な人材を確保

（社員の能力・資質・経験の可視化/必要なスキルを

持つ人材の獲得）

人権・労働慣行

人権・人格を尊重し、安全で明るい

職場環境を実現することで、誰もが

尊重され、健康で安心して働ける会

社を目指す

・人権方針の策定と周知

・内部通報制度の整備、運用

・有給休暇取得促進

項目 目的 重点施策
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従業員エンゲージ

メント

会社と従業員が相互に信頼し合い、

従業員の自発的な成長・働きがいを

高め、会社の持続的な発展に繋げる

・エンゲージメント向上に向けた組織課題の可視化と

改善（コミュニケーション活性化の取り組み/自律的

なキャリア形成支援）

福利厚生 従業員が安心して働ける環境を整備
・柔軟な働き方の導入（時差出勤制度）

・機能性の向上と安全面に配慮した制服リニューアル

組合との関係

雇用者と労働者の代表間で対話を継

続実施の上、労使共同で生産性向上

を図る

定期的なコミュニケーション機会の継続（労使協議

会、トップ会談）

 

目標値

 

項目 指標名
中計目標値

2027年度

実績

2023年度

実績

2024年度

実績

2025年度

人材育成
評価者研修受講率 100% - 100% 100%

上司の信頼感 75% - 64.6% 67.8%

ダイバーシティ&

インクルージョン

女性管理職希望率（注１） 60% 40.2% 34.5% 33.7%

女性社員採用比率 25% 23.5% 20.6% 21.0%

女性管理職比率 5% 2.5% 2.8% 2.9%

正規雇用労働者の中途採用比率 - 54.0% 46.0% 40.6%

男性育児休暇取得率 50% 43.8% 44.9% 60.0%

配偶者出産特別休暇取得率 100% 82.8% 88.4% 95.7%

採用

新卒採用者数 - - 144名 120名

中途採用者数 - - 123名 82名

社員の勤続勤務意向 - - 83.7% 85.2%

社員の離職率 - - 2.6% 2.7%

人権・労働慣行
有給休暇取得率（注２） 80% 75.9% 57.9% 74.3%

人権研修受講率 100% - 100% 100%

従業員エンゲージ

メント
エンゲージメントサーベイ実施 年1回以上 - 年1回 年1回

組合との関係 労使協議会の回数 - -
毎月

実施

毎月

実施

 

（注）１．女性管理職希望率に関し、2024年度の人事制度改定に伴い、管理職の定義が変更になったことが影響して

います。

２．2024年度の「有給休暇取得率」は、付与日数の増加等により一時的に低下しましたが、平均取得日数は増

加しております。なお、2025年度には取得率が回復し、前年より上昇しています。

３．上記人的資本戦略ロードマップにおける、KPI、現状値及び目標値は、提出会社単体を記載しておりま

す。
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③リスク管理

　当社グループの人的資本戦略においては、「必要人材の確保と成長機会の提供」「働きやすい職場づくり」が重

要と認識しています。労働市場の人材流動化や少子高齢化に伴う労働力人口減少により、今後も人材の獲得競争が

激化していきます。そのような環境の中で、当社グループの事業運営に必要な人材を確保することができなけれ

ば、事業存続の危機及び競争力低下に繋がる可能性があります。

　また、多様な価値観やスキル・経験を有した人材が定着しなければ、技術・技能の伝承機会損失に繋がり、会社

の持続的な発展を妨げてしまいます。

　これらの人的リスクへの対応として、人権尊重、人材育成、従業員エンゲージメントの向上、労働環境の整備、

ダイバーシティ＆インクルージョン等の取り組みを推進していきます。

なお、特定した人的リスクに関しては、「２　サステナビリティに関する考え方及び取組(1)サステナビリティの

考え方及び取組③リスク管理」で記載した、当社のリスク管理体制で管理しております。

 

④指標及び目標

　人的資本における指標及び目標については、「２　サステナビリティに関する考え方及び取組（３）人的資本に

関する取組②戦略」に記載している「人的資本戦略ロードマップ」の中に示しております。

EDINET提出書類

株式会社三井ハイテック(E02293)

有価証券報告書

 18/111



３【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項として当社グループが判断するものには以下のようなものがあります。

　ただし、すべてのリスクを網羅したものではなく、現時点では予見できないリスクの影響を将来的に受ける可能性

があります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2026年１月31日)現在において当社グループが判

断したものであります。

 

(1) 業界の需要状況

　当社グループは、グローバルに事業を展開しており、製品を販売している国又は地域の経済状況の影響を受ける

とともに、主たる供給先である半導体、家電及び自動車業界の需要動向にも影響を受け、顧客の在庫調整等が当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループでは、世界経済情勢、半導体・自動車市況を注視し、中長期的な市場予測に基づき生産能力を拡

充・調整し、短期的には稼働状況を調整することなどにより、需要の変化への対策を講じております。

　しかしながら、あまりにも急激な環境の変化が発生した場合、生産能力の余剰、又は生産能力不足に起因する受

注機会逸失による、競争力の低下が発生する可能性があります。

 

(2) 原材料・部品の調達及び価格変動

　需給バランスの乱れ、国際情勢の不安定化等、原材料・部品等の安定的な調達に影響を及ぼす事象により、原材

料・部品等を十分に確保できない場合、製品・サービスの提供が遅れ、お客様への納期遅延や機会損失等が発生す

る可能性があります。また、サプライヤーにおいて児童労働や強制労働等の労働者の権利侵害事象等を含む法令違

反等が発生した場合、発注元としての当社グループの評判の低下や、当該サプライヤーからの安定した原材料・部

品の調達に支障が生じ、当社グループの業績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。非鉄金属(ニッケ

ル、銅など)、鋼材、貴金属(金、銀、パラジウムなど)及び原油価格の変動は、当社グループが購入しております

主要原材料価格の変動に繋がり、製品価格への転嫁が進まない場合にも当社グループの業績や事業展開に悪影響を

及ぼす可能性があります。

　当社グループでは、主要サプライヤーとの関係強化や調達先の多様化、CSR調達ガイドラインの制定と徹底、ま

た原材料の価格変動については、お客様へ適正なご負担をお願いするなど、当社グループへの影響を最大限少なく

するための対策を講じております。

 

(3) 販売価格の変動

　当社グループの主要取引先であります半導体、家電及び自動車業界においては、熾烈な価格競争がグローバルに

展開されており、競合他社が安価な人件費、原材料、部品を使用することにより、低価格で製造し供給することと

なった場合、当社グループの業績を低迷させる可能性があります。

　当社グループもより一層の原価低減、画期的な技術開発により市場価格への対応を図って参りますが、それを上

回る販売価格の低下が継続する場合には、当社グループの業績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 為替相場の変動

　当社グループの海外売上高比率は５割程度となっており、為替相場の変動は、当社グループの業績、財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。こうした状況において、将来の為替相場の変動に伴うリスクの軽減を図る目的

で、為替予約を行っております。しかしながら、あまりにも急激な為替変動は当社グループの業績や事業展開に悪

影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 知的財産権の侵害

　当社グループは、知的財産権の確保とその保護に努めておりますが、当社グループの知的財産権を使用した第三

者による類似製品等の製造、販売を完全に防止することができない可能性があります。また、当社グループでは製

品開発時には第三者の知的財産権を侵害しないよう細心の注意を払っておりますが、将来、知的財産権を侵害した

として第三者から訴訟を提起される可能性があります。当社グループが第三者の知的財産権を侵害しているとの申

し立てが認められた場合には、当社グループが特定の技術を利用できない可能性や多額の損害賠償責任を負う可能

性もあります。従いまして、これらの場合には、当社グループの業績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。
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(6) 品質問題

　当社グループは、顧客が求める品質の確保に全グループを挙げて取り組んでおりますが、当社グループが供給し
た製品の欠陥が原因で生じた損失に対する責任を追及され、多額の損害賠償責任を負う可能性もあります。

　当社グループではISO／IATF等の国際認証規格に準拠した品質マネジメントシステム（QMS）を運営しており、国

内・海外ともに各工程にて「品質を作り込むこと」で不良品を流出させない品質保証体制を構築しております。

　しかしながら、大規模なリコールや製造物賠償責任に問われるような商品の欠陥は、多額のコストや当社グルー

プの評価に重大な影響を及ぼす場合があり、当社グループの業績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) 納期遅延

　当社グループは納期管理の徹底に努めておりますが、資材調達、生産管理、設計などにおける予期せぬ要因によ

り納期遅延が生じ、その結果、顧客が被った損害の賠償責任が発生する可能性は排除できません。この場合には、

当社グループの業績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループとしましては、製造と販売が連携して納期遵守に係るKPIを管理し、納期面での顧客満足度向上に

努めております。

 

(8) 海外事業展開におけるカントリーリスク

　当社グループは、グローバルに生産及び販売拠点を構築しており、カントリーリスクの分散化を図っております

が、各国における急激な政策変更や経済変動などが発生した場合、当社グループの業績や事業展開に悪影響を及ぼ

す可能性があります。予想される主な項目は以下のとおりです。

 ①外国資本に対する投資優遇政策の変更

 ②輸出又は輸入規制の変更

 ③為替政策による為替レートの大幅な変動

 ④人件費、物価などの大幅な上昇

 ⑤その他の経済的、社会的及び政治的リスク

 ⑥テロ、戦争、感染症、その他要因による社会的混乱

 

(9) 地震、台風等の大規模災害

　地震、台風等の大規模災害によって、当社グループの生産、原材料や部品の購入、製品の販売及び物流やサービ

スの提供などに遅延や停止が生じる可能性があります。

　当社グループとしましては、社内防災体制を構築し人的被害の最小化を図り、また、事業継続計画（BCP）を策

定し推進しております。

　しかしながらこれらの想定を超える災害発生により、遅延や停止が起こり、それが長引くようであれば、当社グ

ループの業績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(10) コンプライアンス

　当社グループは、コンプライアンスを実践して事業活動を推進しておりますが、重大なコンプライアンス違反が

発生した場合、当社グループの社会的信用が失墜し、当社グループの業績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

　当社グループは、行動指針「王道を歩む」のもと、「三井ハイテックグループ行動規範」を制定し、海外グルー

プ会社を含む当社グループで働く役員・従業員に周知しております。また、行動規範の遵守・実践を推進する機関

として、常勤取締役ほかで構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、全社的な取り組みを推進しておりま

す。加えて、内部通報窓口を社内及び社外に設置し、コンプライアンス違反の早期発見及び是正を図っています。

内部通報制度の運用においては、通報者の保護を徹底しております。
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(11) 環境・気候変動の影響

　当社グループは、大気汚染、水質汚濁、土壌・地下水汚染、有害物質の取扱い、廃棄物処理などを規制する環境

関連法令を遵守しておりますが、気候変動抑制のための温室効果ガス排出規制等の関連規制が強まっており、これ

らの法令・規制等に十分対応できない場合、当社グループの社会的信用が失墜し、当社グループの業績や事業展開

に悪影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループでは、社会的責任を果たし持続的に発展していくための重要な経営課題の一つとして気候変動問題

を含む「環境問題」を認識し、取締役会による監督とサステナビリティ推進委員会を中心とするガバナンス体制を

構築しております。取締役会は、サステナビリティ推進委員会からの報告を受け、その活動状況の監督を行うとと

もに、気候変動問題への取り組みを含むサステナビリティに係る基本方針や重要事項の決定をおこなっておりま

す。なお、当社は「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」への賛同を表明しており、シナリオ分析に基

づくリスクと機会の開示と、TCFDの提言に沿った気候変動関連情報開示に取り組んでいきます。

 

(12) 情報セキュリティ

　事業活動を行う中で、保有する機密情報や個人情報等が、コンピューターウィルス、不正アクセス、人為的過失

等により、外部へ漏洩した場合、当社グループの社会的信用が失墜し、当社グループの業績や事業展開に悪影響を

及ぼす可能性があります。

　全社的なセキュリティ課題について、情報システム管掌役員の下、定期的なリスク対応評価を行いながら、ITガ

バナンス強化やセキュリティ強化に取り組み、情報セキュリティに関する改善点の検証、予防対策、人材育成など

を行い、必要に応じ経営会議や取締役会まで報告し、適正かつ効率的な事業運営に資するための施策を推進するな

ど、可能な限りのリスク低減に努めております。重大な事象が生じた場合には、情報開示委員会での審議や取締役

会への報告を行い、速やかに必要な情報開示を行うこととしております。万一事故が発生した場合は、事故対応の

みならず再発防止策を含む適切な対策を速やかに講じます。

 

(13) 税務リスク

　当社グループは、グローバルに事業を展開しており、各国税務当局から租税に関する法的規制の適用を受けてお

ります。そのため、当社グループでは「グループ税務管理規程」に従い、各国の税務施策に関する情報について適

宜収集を実施しており、当社グループへの影響を事前に見極め、必要な対策を講じるよう努めております。

　しかしながら、予期しない税制改正や、各国税務当局との間に税に対する見解の相違等があった場合、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(14) 人材・労務リスク

　当社グループにおいて、必要とする人材を採用及び育成することは重要課題であり、その人材の採用又は育成が

できない場合や、優秀な人材が定着しない場合、当社グループの業績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

　まずは、従業員が安心して働ける職場をつくっていくために、当社グループで働くすべての従業員の人権を守り

ます。三井ハイテックグループ行動規範に「基本的人権を尊重し、職場におけるさまざまな差別やハラスメントを

容認しません」と明記し、従業員の人権尊重の意識や環境の醸成に努めております。また、「人材は資本である」

との考えのもと、人材の採用・育成に投資し、成長の機会を提供しております。従業員のチャレンジの結果に関し

ては、基準に基づいた正しい評価を行い、適切なフィードバックと待遇を与えることにより、従業員がやりがいを

感じることができる職場づくりへ結び付けております。また、従業員エンゲージメントの向上に向けた取組みを通

じて、従業員の自発的な成長や働きがいを高め、優秀な人材の定着を図っております。

 

(15) 設備投資

　当社グループにおいて、設備投資にあたっては、製品の需要予測並びに投資効率に鑑みて投資を実行しておりま

すが、競合他社の技術力や価格動向、最終商品の市場環境変化に伴い、需要が減少し、想定した販売規模を達成で

きない等の場合には、当社グループの業績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループでは、お客様と仕様、生産能力の確保・その時期などを調整し、投資効率を検討の上、所要変動を

勘案して投資を慎重に行うなど、リスクを軽減する努力をしております。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績等の概要
①　業績

当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済環境は、全体としては緩やかな回復基調にあるものの、

米国経済政策の動向や中国経済の減速、不安定な国際情勢等により先行き不透明な状況が続いています。

当社グループの主たる供給先の状況として、自動車業界においては、欧州各国や米国における電気自動車

(BEV)市場の拡大スピードに鈍化が見られましたが、ハイブリッド車(HEV)・プラグインハイブリッド車(PHEV)の

需要は堅調に推移しました。

半導体業界においては、生成ＡＩ向け等の半導体の最終需要は堅調であるものの、レガシー半導体は緩やかな

回復にとどまりました。

このような事業環境のもと、当社グループは超精密加工技術を核として、省資源・省エネルギーに貢献する製

品・部品の受注拡大を図るとともに、顧客ニーズに応えるため、グローバル供給体制の強化を推し進めました。

加えて、全グループを挙げて生産性向上、原価低減等に取り組みました。

その結果、当連結会計年度の売上高は2,183億２千９百万円（前期比1.6％増）となりましたが、営業利益は

126億５千１百万円（前期比21.0％減）となりました。経常利益は、主に外貨建て金融資産の為替差益の影響に

より、138億１千５百万円（前期比18.5％減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、欧州市場に

おけるBEVの成長鈍化を受け、収益性の低下が見込まれる一部顧客向けの取引に関連し、製造設備の減損損失39

億５千１百万円、及び欧州事業損失25億９千１百万円を計上したことから、31億５千１百万円（前期比74.2％

減）となりました。

自動車業界及び半導体業界における需要の見通しが依然として不透明な状況が続いておりますが、引き続き全

グループを挙げて、収益拡大に取り組んで参ります。

なお、当社グループの有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しておりましたが、当連結会計

年度の期首より定額法に変更しております。前期比較は、当該変更前の前連結会計年度の数値を用いておりま

す。当該変更による業績に与える影響の詳細については、「第５.経理の状況　１.連結財務諸表等　(１)連結財

務諸表　注記事項（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）及び（セグメント情報

等）　２.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法」に記載してお

ります。

 
セグメントの業績は、次のとおりであります。
 
（金型・工作機械）

 金型・工作機械事業については、金型の受注増加に伴い、売上高は102億４千７百万円（前期比0.2％増）、

営業利益は２億７千２百万円（前期比17.0％減）となりました。

 
 （電子部品）

 電子部品事業については、車載・情報端末向け製品の需要は減少しましたが、民生向け製品の一時的な需要

増加及び高騰した主要原材料の価格転嫁により、売上高は595億６千７百万円（前期比7.5％増）、営業利益は

40億４千６百万円（前期比8.5％増）となりました。

 
 （電機部品）

 電機部品事業については、電動車向け駆動・発電用モーターコアの需要は堅調に推移しましたが、主要鋼材

価格の下落を販売価格に反映したことにより、売上高は1,546億４千９百万円（前期比0.3％減）となりまし

た。営業利益は先行投資に伴う各種費用の増加により、98億２千１百万円（前期比18.5％減）となりました。

 

　なお、上記セグメント売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高61億３千５百万円を含めて表示して

おります。

 
②　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、527億４千２百万円となり、前

連結会計年度末に比べ31億３千７百万円増加しました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は241億３千５百万円（前期比２億３千２百万円減）となりました。

これは、欧州市場におけるBEVの成長鈍化を受け、一部顧客向け取引に関連する減損損失等の非資金項目や

新規製品の生産開始に向けた立ち上げ費用の増加により税金等調整前当期純利益は減少したものの、売掛金の

回収の進展による運転資本の減少等が寄与したものであります。

 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は287億７千３百万円（前期比22億６千万円増）となりました。
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これは、主に電機部品事業における、新規製品及び生産能力増強のための設備投資など、有形固定資産の取

得276億２千３百万円によるものであります。

 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、増加した資金は71億１千７百万円（前期比39億５千６百万円減）となりました。

これは、借入金の返済125億３千６百万円及び配当金の支払32億９千４百万円により資金が減少した一方、

主に設備投資を使途とする借入による収入230億円により資金が増加したものであります。

 

(2) 生産、受注及び販売の実績

当連結会計年度の生産、受注及び販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

①　生産実績

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2025年２月１日
至　2026年１月31日）

前期比（％）

金型・工作機械 （百万円） 4,112 △4.7

電子部品 （百万円） 59,397 6.0

電機部品 （百万円） 154,686 △1.7

合計 （百万円） 218,196 0.2

 

②　受注実績

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2025年２月１日
至　2026年１月31日）

受注高（百万円） 前期比（％） 受注残高（百万円） 前期比（％）

金型・工作機械 4,553 16.0 2,081 33.3

電子部品 60,575 8.8 8,835 17.7

電機部品 154,274 △2.0 16,359 △2.0

合計 219,382 1.1 22,276 5.9

 

③　販売実績

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2025年２月１日
至　2026年１月31日）

前期比（％）

金型・工作機械 （百万円） 4,112 △4.7

電子部品 （百万円） 59,567 7.5

電機部品 （百万円） 154,649 △0.3

合計 （百万円） 218,329 1.6

 

（注）１．生産実績の金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　2024年２月１日
   至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日
   至　2026年１月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

トヨタ自動車㈱ 69,317 32.3 69,421 31.8

 

(3) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
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連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものにつ
いては、「第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）」

に記載しているとおりであります。
 

②　当連結会計年度の経営成績等の分析

 a. 概要

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高が2,183億２千９百万円（前期比1.6％増）、営業利益

は126億５千１百万円（前期比21.0％減）、経常利益は138億１千５百万円（前期比18.5％減）、親会社株主に

帰属する当期純利益は31億５千１百万円（前期比74.2％減）となりました。

 b. 売上高

省資源・省エネルギーに貢献する製品・部品の受注拡大及び顧客ニーズに応えるため、グローバル供給体制

の強化を推し進めたことに加え、為替相場において大幅に円安が進行したことなどにより、前連結会計年度に

比べ1.6％の増収となりました。

 c. 売上原価、販売費及び一般管理費

売上高の増加に伴い、売上原価は1,861億４千１百万円（前期比2.0％増）、販売費及び一般管理費は195億

３千６百万円（前期比19.4％増）となりました。

 d. 営業損益

以上の結果、営業利益は126億５千１百万円となりました。

 e. 営業外損益及び経常損益

営業外収益は主に為替差益12億４千３百万円の計上により22億９千９百万円（前期比19.0％増）、営業外費

用は11億３千５百万円（前期比12.9％増）、経常利益は138億１千５百万円となりました。

 f. 特別損益

特別利益は主に補助金収入４億８千３百万円の計上により７億８千万円、特別損失は主に減損損失39億５千

１百万円の計上により73億８千３百万円となりました。

 g. 親会社株主に帰属する当期純損益

税金等調整前当期純利益は72億１千２百万円（前期比58.0％減）となりました。これより税金費用40億３千

８百万円及び非支配株主に帰属する当期純利益２千１百万円を控除した親会社株主に帰属する当期純利益は31

億５千１百万円となりました。

 

　なお、セグメント別の分析については、前述の「４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析 （1）業績等の概要　① 業績」に記載のとおりであります。

 

　また、財政状態の分析については、後述の「４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析 （3）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容　④ 資本の財源及び資金の流

動性の分析　b. 財政状態の分析」に記載のとおりであります。

 

③　経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については、前述の「３　事業等のリスク」に記載のとお

りであります。
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④　資本の財源及び資金の流動性の分析

 a. 財政政策

当社グループは、連結グループ全体の財務状況を俯瞰したうえで、財務政策に関するガバナンスを適切に行

い、資金効率の向上および財務基盤の一層の健全化に取り組んでおります。

具体的には、売上債権及び棚卸資産の圧縮等、資産のスリム化を図ることにより内部資金を創出し、安定的

な資金運営を進めております。

売上債権については、回収の管理・促進を営業部門に加え専門部署が担い、連結グループ全体で回収状況の

把握と改善に努めております。

また、棚卸資産については、生産工程の見直し等を通じて仕掛在庫をはじめとする在庫の圧縮を図っており

ます。

加えて、当社グループ内においては、資金の偏在を抑制し資金効率を高める観点から、余剰資金の融通を含

む連結グループ内の資金管理を行っており、これにより安定的かつ機動的な資金運営を実現しております。

以上の取り組みを行ったうえで必要となる外部からの資金調達に関しては、その時点における連結ベースで

の財政状況、資金需要の期間及び目的等を勘案し、最適な調達手段を選択することを基本方針としておりま

す。

 b. 財政状態の分析

（資産）

　総資産は、2,409億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ172億９千６百万円増加しております。

　これは主に、成長分野への先行投資を進めたことにより有形固定資産が149億６千９百万円増加したこと

によるものであります。

（負債）

　負債合計は、1,273億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ140億８百万円増加しております。

　これは主に、借入金が104億６千３百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

　純資産合計は、1,136億１千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億８千７百万円増加しておりま

す。

　これは主に、為替換算調整勘定が25億９千１百万円増加したことによるものであります。

 c. キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況については「４　経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析　（１）業績等の概要　② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりで

あります。

 

⑤　経営上の目標の達成状況

　当社グループは、３カ年毎の中期経営計画の策定を行い、財務目標の設定を行っております。2026年１月期か

ら2028年１月期までの中期経営計画に係る財務目標及び実績については売上高、営業利益、営業利益率、ROE、

ROICを主要指標として定め、その向上に努めております。

　詳細並びに2026年１月期における実績につきましては、2026年３月公開の2026年１月期（第92期）決算補足説

明資料をご参照下さい。
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５【重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

当社の主たる供給先である半導体、家電及び自動車関連の市場において、低炭素社会に向けた「省資源・省エネ・

創エネ」に対する要求が、今後も一層高まるものと想定されます。

当社は「超精密加工でしあわせな未来を」をスローガンとして、"Save energy. Save earth. Save life."を経営

指針の柱に掲げ、世界の人々に役立つ製品を目指して研究開発に取り組んでおります。

当連結会計年度における当社グループ全体の研究開発費は471百万円であり、セグメント別の主な研究開発活動の

状況は次のとおりであります。

(1) 金型・工作機械

創業以来培ってきた当社の強みである超精密加工技術やノウハウをもとに、車載用・省エネ家電用モーターコア

の高効率化、高精度化の要求により超薄板材料、高硬度材料対応金型や多列大型化に対応した金型の研究開発にも

取り組んでおります。また、リードフレーム用金型においては、高精度化、高生産性を目指した金型の研究開発に

取り組んでおります。工作機械においても、引き続き精度向上や生産性向上を目指した研究開発に取り組んでおり

ます。

(2) 電子部品

電子部品においては、伸張領域である車載用パッケージや情報通信機器パッケージ、さらには低炭素社会に向け

た電力変換の高効率化・低損失化に貢献するパワー半導体分野においても長年培った精密加工技術を活かしたリー

ドフレームの開発を行っております。

さらに生産性の向上を図る製造ラインの構築や設備開発も行っております。

(3) 電機部品

電機部品においては、独自の積層工法により、材料の歩留りを飛躍的に向上させた省資源に貢献できる技術開発

を継続しております。さらに、モーターの高機能化・高効率化要求に対応するためコア形状の開発や焼鈍技術の確

立、モーターコアに永久磁石を固定する工法開発、顧客ニーズに対応するため原価低減を目的とした生産性向上の

研究開発にも取り組んでおります。今後も高効率モーターに要求されるモーターコアの研究開発を行って参りま

す。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度において、グループ全体で30,116百万円の設備投資を実施いたしました。

電機部品事業においては、主に新規製品及び生産能力増強のため24,515百万円の設備投資を実施いたしました。

電子部品事業においては、生産性向上等のため4,049百万円の設備投資を実施いたしました。

金型・工作機械事業においては、生産性向上等のため314百万円の設備投資を実施いたしました。

 

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

2026年１月31日現在

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

土地

（面積千㎡）
使用権
資産

建設
仮勘定

合計

本社・八幡事業所等
（福岡県北九州市八幡西区）

電機部品
金型・工作機械

電機部品製造設備
工作機械製造設備

3,717 5,066 707
3,175

－ 1,143 13,811
1,058

(374) [104]

直方事業所
（福岡県直方市）

電子部品 電子部品製造設備 1,159 711 370
167

－ 14 2,423
360

(92) [98]

黍田事業所
（福岡県直方市）

電子部品 電子部品製造設備 225 1,175 186
375

－ 366 2,329
227

(50) [79]

金型事業所
（福岡県北九州市八幡西区）

金型・工作機械 金型製造設備 924 1,623 122
1,615

－ － 4,287
429

(36) [114]

阿蘇事業所
（熊本県阿蘇郡西原村）

電子部品 電子部品製造設備 1,224 1,585 43
180

－ 346 3,380
74

(21) [19]

岐阜事業所
（岐阜県可児市）

電機部品 電機部品製造設備 7,805 11,185 257
1,179

－ 1,263 21,690
255

(70) [4]

東京支社
（東京都港区)
他３営業所

－ － 41 － 24 － － － 66
46

(－) [51]

（注）本社・八幡事業所には、福岡県その他地域の遊休不動産（建物及び構築物885百万円、土地736百万円）を含んで

おります。

 

(2）国内子会社

2026年１月31日現在

会社名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

土地

（面積千㎡）
使用権
資産

建設
仮勘定

合計

㈱三井スタンピング

（福岡県北九州市八幡東区)
電機部品 電機部品製造設備 847 834 78

－
－ 3,218 4,978

108

(－) [9]

 

EDINET提出書類

株式会社三井ハイテック(E02293)

有価証券報告書

 27/111



(3）在外子会社

2026年１月31日現在

会社名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

土地

(面積千㎡)
使用権
資産

建設
仮勘定

合計

ミツイ・ハイテック(シンガ
ポール)プライベート・リミ
テッド
（シンガポール共和国トゥア
ス）

電子部品 電子部品製造設備 272 877 79
－

445 58 1,734
223

(－) ［－]

ミツイ・ハイテック(マレー
シア)センドリアン・バルハ
ド
（マレーシア連邦セランゴー
ル州シャーアラム）

電子部品 電子部品製造設備 431 510 61 － 55 45 1,104 302

(－) [3]

三井高科技（天津）有限公司
（中華人民共和国天津市）

電子部品 電子部品製造設備 146 568 710 － 50 802 2,279 130

(－) [－]

三井高科技（上海）有限公司
（中華人民共和国上海市）

電子部品
電機部品

電子部品製造設備
電機部品製造設備

1,137 8,944 2,090 － 274 1,742 14,190 468

(－) [－]

ミツイ・アジア・ヘッド
クォーターズ・プライベー
ト・リミテッド
（シンガポール共和国トゥア
ス）

（統括管理） － － － － － － － － －

(－) [－]

ミツイ・ハイテック(タイワ
ン)カンパニー・リミテッド
（台湾高雄市）

電子部品 電子部品製造設備 70 572 68 － 70 17 799 229

(－) [1]

ミツイ・ハイテック(タイラ
ンド)カンパニー・リミテッ
ド
（タイ王国アユタヤ）

電機部品 電機部品製造設備 123 94 25 441 － 28 713 127

(47) [－]

三井高科技（広東）有限公司
（中華人民共和国東莞市）

電機部品 電機部品製造設備 199 2,895 278 － 143 77 3,594 178

(－) [3]

ミツイ・ハイテック（カナ
ダ）インコーポレイテッド
（カナダオンタリオ州）

電機部品 電機部品製造設備 6,987 11,550 251
490

44 3,494 22,818
298

(121) [－]

ミツイ・ハイテック（ヨー
ロッパ）エスペーゾー
（ポーランド共和国オポーレ
県）

電機部品 電機部品製造設備 2,481 5,599 94
460

－ 4,547 13,184
273

(242) [－]

ミツイ・ハイテック メヒ

カーナ エス・エー・デー・

シー・ブイ
（メキシコ合衆国グアナファ
ト州）

電機部品 電機部品製造設備 6,196 2,225 43
502

－ 3,838 12,807
66

(68) [－]

ミツイ・ハイテック ノース

アメリカ インコーポレイ

テッド
（米国ミシガン州）

電機部品 － － 0 1
－

11 － 13
3

(－) [－]

ミツイ・ハイテック ドイチュ

ランド ゲーエムベーハー

（ドイツ連邦共和国ヘッセン

州）

電機部品 － － － 0 － － － 0 4

(－) [－]

　（注）従業員の［　］は、年間の平均臨時雇用者数を外書しております。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資等の計画については、業界動向、技術動向、投資効率などに基づき総合的に勘案して策定

しております。

　設備計画は、連結会社各社が個別に策定しておりますが、各社策定段階において投資効率を高め、当社グループ連

結での経営効率向上を図ることを目的にグループ間相互で調整を図っております。

　なお、次期（2026年２月１日～2027年１月31日）における、重要な設備の新設、除却等の計画は、次のとおりであ

ります。

 

重要な設備の新設

セグメントの名称
2026年度投資予定額

（百万円）
設備の内容

金型・工作機械 1,000 能力増強、生産性向上、更新のための生産設備　等

電子部品 5,000 同上

電機部品 33,000 同上

その他 2,000 ITシステム導入・更新　等

計 41,000  

（注）設備投資計画の所要資金は、自己資金及び借入金で充当する予定です。

 

重要な設備の除却

　経常的な設備の更新のための除却を除き、重要な設備の除却は見込んでおりません。

 

重要な設備の売却

　重要な設備の売却は見込んでおりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 472,978,500

計 472,978,500

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（2026年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（2026年４月17日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 197,334,325 197,334,325

東京証券取引所

（プライム市場）

福岡証券取引所

単元株式

数は100株

でありま

す。

計 197,334,325 197,334,325 － －

 
 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

2024年８月１日(注) 157,867 197,334 － 16,403 － 14,366

（注）2024年８月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は157,867千株増加し、

197,334千株となっております。

 

（５）【所有者別状況】

       2026年１月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満  
株式の状況
（株）

政府及び  
地方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の  
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） 1 25 39 245 194 129 26,991 27,624 －

所有株式数

（単元）
70 328,371 24,429 818,384 162,371 683 637,251 1,971,559 178,425

所有株式数の

割合（％）
0.01 16.65 1.24 41.51 8.24 0.03 32.32 100.00 －

　（注）１．自己株式14,307,440株は、「個人その他」に143,074単元及び「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載

しております。

２．上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ

28単元及び50株含まれております。

３．株式給付信託(BBT)の信託財産として信託が保有する株式277,500株（2,775単元）は、「金融機関」の欄に

含まれております。
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（６）【大株主の状況】

   2026年1月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式（自己株

式を除く。）の総数

に対する所有株式数

の割合（％）

㈱三井クリエイト 北九州市八幡西区千代一丁目２番１号 59,788 32.66

日本マスタートラスト信託銀行㈱

（信託口）
東京都港区赤坂一丁目８番１号 12,105 6.61

㈱福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 7,763 4.24

公益財団法人三井金型振興財団 北九州市八幡西区千代一丁目２番１号 7,260 3.96

三井　康誠 北九州市八幡東区 5,824 3.18

㈱日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番12号 5,787 3.16

三井　宏蔵 北九州市小倉北区 4,782 2.61

トヨタ自動車㈱ 豊田市トヨタ町１番地 4,677 2.55

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 3,190 1.74

State Street Bank and Trust

Company 505223

（常任代理人　㈱みずほ銀行）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS

02101 U.S.A.

（東京都港区港南二丁目15番１号）

2,332 1.27

計 － 113,512 62.01

 

（注）2025年７月３日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であ

る野村アセットマネジメント株式会社が2025年６月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載さ

れているものの、当社として2026年１月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株

主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

野村證券㈱ 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 248,555 0.13

野村アセットマネジメント㈱ 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 9,769,700 4.95

計 － 10,018,255 5.08
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 14,307,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 182,848,500 1,828,485 －

単元未満株式 普通株式 178,425  
一単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数  197,334,325 － －

総株主の議決権  － 1,828,485 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,800株及び議決権が28個含まれ

ております。

２．「完全議決権株式（その他）」には、「株式給付信託（BBT）」の信託財産として信託が保有する当社株式

277,500株（議決権2,775個）が含まれております。

３．当事業年度末日における当社所有の自己株式数は14,307,440株であります。

 

②【自己株式等】

    2026年１月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

㈱三井ハイテック
北九州市八幡西区

小嶺二丁目10番１号
14,307,400 － 14,307,400 7.25

計 － 14,307,400 － 14,307,400 7.25

（注）「株式給付信託（BBT）」の信託財産として信託が保有する当社株式277,500株は、上表には含まれておりません。

 

（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、業務執行取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、業務執行取締役が株価上
昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業
価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の業務執行取締役を対象とした業績連動型株式報酬制
度「株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。本制度

は、2022年４月22日開催の第88期定時株主総会にて決議されました。
なお、本制度を含む役員報酬制度の詳細については、「第４　提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンス

の状況等　(4) 役員の報酬等」に記載しております。

 
①　取引本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信
託」といいます。）を通じて取得され、業務執行取締役に対して、当社が定める役員等株式給付規程に従って、
当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて
給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、業務執行取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則とし
て取締役の退任時となります。

 
②　当社の業務執行取締役に給付する予定の株式の総数
本制度に基づき、本信託が取得することになる当社株式の上限数は、540,000株となります。

 
③　当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
業務執行取締役を退任した者のうち役員等株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
 
（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
 
（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号に該当する取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 545 438,140

当期間における取得自己株式 － －

　（注）当期間における取得自己株式には、2026年４月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に

係る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 14,307,440 － 14,307,440 －

　（注）１．当期間における保有自己株式数には、2026年４月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式数は含まれておりません。

２．当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「株式給付信託（BBT）」の信託財産として信託が保

有する当社株式277,500株を含めておりません。
 

３【配当政策】

　当社は、株主還元を経営の重点課題と認識しており、剰余金の配当については、競争力強化と成長機会獲得に向け

た投資拡大を最優先とすることから、資本に対する配当の継続的安定性を測定できるＤＯＥ（株主資本配当率）を株

主還元指標として採用し、連結業績・資本効率・配当額を勘案しながら、ＤＯＥ３％以上を目安として、安定的かつ

継続的な配当を行うことを基本方針としております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしており、会社法第459条第１項の規定に基づ

き、剰余金の配当を株主総会の決議によらず、取締役会の決議で行うことができる旨を当社定款に定めております。

　当事業年度の期末配当については、2026年３月11日の取締役会において、１株当たり12円とさせていただきまし

た。これにより、中間配当６円と合わせた当事業年度の年間配当金は１株当たり18円、ＤＯＥ（配当総額÷親会社株

主に帰属する持分）は3.0％となりました。

　当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当金
（円）

2025年９月９日
1,098 6.0

取締役会決議

2026年３月11日
2,196 12.0

取締役会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、「王道を歩む」という行動指針のもと、経営の透明性を高め、経営環境の変化にも迅速に対応

し、継続的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　当社は、2022年４月22日に開催の第88期定時株主総会の決議において、取締役会における議決権を有する

監査等委員が、業務執行の適法性及び妥当性の監査を担うことにより、 取締役会の監査・監督機能の実効

性をさらに高め、ガバナンスの強化を図るとともに、業務執行の機動性を向上させるため、「監査役会設置

会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。

　監査等委員会設置会社では、取締役会は重要な業務執行の決定を業務執行取締役に委任することが可能と

なり、より迅速な経営判断、機動的な業務執行が可能となります。その一方で、取締役会は会社の経営方

針・事業戦略に関する議論及びモニタリングにより多く注力できるようになることから、取締役会の機能強

化につながると考えております。

　また、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権と監査等委員会として取締役の選任や報酬に

つき株主総会で意見陳述する権限を有していることから、業務執行取締役に対して強い監督機能が期待でき

ると考えております。

（ⅰ）取締役会

　当社の取締役会は、有価証券報告書提出日（2026年４月17日）現在において、（２）役員の状況①役員一

覧に記載されている監査等委員でない取締役８名と監査等委員である取締役７名（うち社外取締役５名）か

ら構成されております。代表取締役社長　三井康誠が議長に選任され、原則として毎月開催されており、重

要な業務執行その他法定事項について決定を行う他、業務執行の監督を行っております。

　取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、戦略的な方向性を踏まえた重要な業務執行の決定を行う

ことに加え、建設的な議論を行うこと、具体的な検討内容として、経営の基本方針（中長期予算）の策定、

大型投資案件の検討・審議、重要規程の制改定、株式及び株主総会関連、年次決算・四半期決算等について

審議を行い、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めており、ジェンダーや国際性などを含

めた多様性の確保を考慮し、事業環境に応じた適切な構成としており、スキル・マトリックスを開示してお

ります。

　また、当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、出席状況については次のとおりでありま

す。

役職 氏名 出席回数

代表取締役社長 三 井 康 誠 14回/14回（出席率100％）

常務取締役 三 井 宏 蔵 13回/14回（出席率 93％）

取締役 草 野 敏 昭 14回/14回（出席率100％）

取締役 舟 越 知 巳 14回/14回（出席率100％）

取締役 京 昌 英 14回/14回（出席率100％）

取締役 清 水 孝 司 14回/14回（出席率100％）

取締役 泉 　雅 宏 14回/14回（出席率100％）

取締役 鵜 池 正 清 14回/14回（出席率100％）

取締役常勤監査等委員 久 保 田 千 秋 14回/14回（出席率100％）

取締役常勤監査等委員 白 川 裕 之 14回/14回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 熊 丸 邦 明 14回/14回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 吉 田 修 己 14回/14回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 前 田 葉 子 14回/14回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 福 本 智 之 14回/14回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 元 田 達 弥 14回/14回（出席率100％）
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（ⅱ）監査等委員会

　有価証券報告書提出日（2026年４月17日）現在において、（２）役員の状況①役員一覧に記載されている

監査等委員７名（うち５名は社外取締役）で構成され、取締役常勤監査等委員　久保田千秋が議長として選

任され、原則として３ヶ月に１回開催いたします。

監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査の方針、計画、分担等に従い、取締役会の意思決定及び取締

役の業務執行の監査・監督を行うこととしております。具体的には、「（３）監査の状況①監査等委員監査

の状況」に記載の諸活動を行い、さらに株主総会において監査等委員でない取締役の選任・解任及び報酬等

に関する意見陳述権など、法令・定款等で定められた権限を有しています。

また、当事業年度において、監査等委員会は９回開催しており、出席状況については「（３）監査の状況

①監査等委員監査の状況」に記載しております。

 

（ⅲ）指名諮問委員会

　取締役の指名（後継者計画を含む。）に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、取締役会の機

能の独立性・客観性と説明責任の向上に資するため、取締役会の諮問機関として設置しております。取締役

候補者の選任及び後継者育成に関する基準・方法のモニタリング及び改善提案等を行い、取締役会への答申

を行います。

　また、当事業年度において当社は指名諮問委員会を３回開催しており、出席状況については次のとおりで

あります。

役職 氏名 出席回数

代表取締役 三 井 康 誠 ３回/３回（出席率100％）

取締役 舟 越 知 巳 ３回/３回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 熊 丸 邦 明 ３回/３回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 吉 田 修 己 ３回/３回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 福 本 智 之 ３回/３回（出席率100％）

 

（ⅳ）報酬諮問委員会

　取締役の報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、取締役会の機能の独立性・客観性と説

明責任の向上に資するため、取締役会の諮問機関として設置しております。取締役の報酬水準、評価・報酬

に関する諸制度の審議及び提案を行います。

　また、当事業年度において当社は報酬諮問委員会を２回開催しており、出席状況については次のとおりで

あります。

役職 氏名 出席回数

取締役 鵜 池 正 清 ２回/２回（出席率100％）

常務取締役 三 井 宏 蔵 ２回/２回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 吉 田 修 己 ２回/２回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 前 田 葉 子 ２回/２回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 元 田 達 弥 ２回/２回（出席率100％）
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　有価証券報告書提出日（2026年４月17日）現在の当社の取締役会・監査等委員会・各委員会の構成員は、次

のとおりであります。

役職名 氏名 取締役会
監査等

委員会

指名諮問

委員会

報酬諮問

委員会

代表取締役社長  三 井 康 誠 ◎  ◎  

常務取締役  三 井 宏 蔵 ○   ○

取締役  草 野 敏 昭 ○    

取締役  舟 越 知 巳 ○  ○  

取締役  京 昌 英 ○    

取締役  清 水 孝 司 ○    

取締役  泉 雅 宏 ○    

取締役  鵜 池 正 清 ○   ◎

取締役 常勤監査等委員 久 保 田 千 秋 ○ ◎   

取締役 常勤監査等委員 白 川 裕 之 ○ ○   

社外取締役 監査等委員 熊 丸 邦 明 ○ ○ ○  

社外取締役 監査等委員 吉 田 修 己 ○ ○ ○ ○

社外取締役 監査等委員 前 田 葉 子 ○ ○  ○

社外取締役 監査等委員 福 本 智 之 ○ ○ ○  

社外取締役 監査等委員 元 田 達 弥 ○ ○  ○

（注）◎は議長・委員長を示しております。

 

　なお、当社は、2026年４月22日開催予定の第92期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等

委員である取締役を除く）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役７名選任の件」を、また、当該定時

株主総会後の取締役会決議事項として「指名諮問委員及び報酬諮問委員の選定の件」をそれぞれ付議いたしま

す。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社の取締役会・監査等委員会・各委員会の構成員は次のと

おりであります。

役職名 氏名 取締役会
監査等

委員会

指名諮問

委員会

報酬諮問

委員会

代表取締役社長  三 井 康 誠 ◎  ◎  

常務取締役  三 井 宏 蔵 ○   ○

取締役  草 野 敏 昭 ○    

取締役  舟 越 知 巳 ○  ○  

取締役  京 昌 英 ○    

取締役  清 水 孝 司 ○    

取締役  泉 雅 宏 ○    

取締役  鵜 池 正 清 ○   ◎

取締役 常勤監査等委員 久 保 田 千 秋 ○ ◎   

取締役 常勤監査等委員 白 川 裕 之 ○ ○   

社外取締役 監査等委員 前 田 葉 子 ○ ○ ○  

社外取締役 監査等委員 福 本 智 之 ○ ○ ○ ○

社外取締役 監査等委員 元 田 達 弥 ○ ○  ○

社外取締役 監査等委員 柴 田 周 ○ ○ ○  

社外取締役 監査等委員 渡 邉 り つ 子 ○ ○  ○

（注）◎は議長・委員長を示しております。
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有価証券報告書提出日（2026年４月17日）現在

 

③　企業統治に関するその他事項

・内部統制システムの整備の状況

　会社法に基づき、当社取締役会が「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた

めに必要なものとして法務省令で定める体制」を構築する義務を負っていることから、当社は、当社及び子

会社（グループ会社）から成る企業集団において整備・維持するべき体制（内部統制システム構築の基本方

針）の整備の基本方針について、取締役会において決議しており、また必要に応じて取締役会においてこれ

を改定しております。

　当社は、法令の遵守を前提とした企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応

した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって企業価値を高めることを重要な課題

と考えております。内部統制システムの構築・運用はこの課題を実現するために重要な施策のひとつであ

り、不可欠であるという認識をもち、これを構築・維持していく必要があると考えております。

　当社は、業務執行の効率性の確保、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理、コンプライアンス、損

失危険管理、財務報告の信頼性の確保、グループ会社の管理といった観点から、グループ全体にわたり業務

の適正を確保することを推進するために内部統制システムの強化・充実に努めております。

・リスク管理体制の整備の状況

　当社は、法令その他の社会規範を遵守し、企業活動を通じて社会に貢献することを行動規範として参りま

した。役員及び全従業員の行動規範である「三井ハイテックグループ行動規範」を制定し、冊子配布、定期

的な教育を行うとともに、当行動規範の遵守・実践を推進する機関としてコンプライアンス委員会を設置

し、「遵法経営」のさらなる徹底を図っております。

　また、経営に重大な影響を及ぼす恐れのある様々なリスクに対し、迅速かつ的確に対応するため、「リス

ク管理規程」を制定し、リスク管理体制の整備を進めております。当社グループにおけるリスクを抽出・評

価して取締役会に報告するとともに、重点リスクごとに統括部署を中心にリスク管理活動を推進し、リスク

の低減・回避に努めております。

・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

　当社は、当社グループに属する全ての会社に対して、「三井ハイテックグループ行動規範」を遵守させ、

リスクの監視及び対応を行い、業務の適正と効率性を確保するための諸規程を整備させ、海外グループ会社

が所在国の法令等に基づいて内部統制システムを構築することを指導しております。また、業績報告会等に

よるグループ会社の職務の執行状況の報告に基づき、それぞれの職務内容に従い、グループ会社が適正で効

率的な経営を行うよう指導を行っております。
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④　責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額

は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役

等である者を除く。）が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られ

ます。

⑤　取締役の定数

　当社の取締役は18名以内とし、この取締役のうち、監査等委員である取締役は８名以内とする旨定款に定

めております。

⑥　取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、

累積投票によらない旨定款に定めております。

⑦　取締役の責任免除

　当社は、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第１項の規定により、

取締役会の決議をもって、同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を法

令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

⑧　役員等賠償責任保険契約

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保

険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしており

ます。各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に当該保険契約を更新する予

定であります。

⑨　剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等の決定機関につき、株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等、会

社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に

よって定めることができる旨定款に定めております。

⑩　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定

めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営

を行うことを目的とするものであります。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

a.有価証券報告書提出日（2026年４月17日）現在の役員の状況は以下のとおりです。

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率6.7％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

社長
三井　康誠

1968年11月

17日生

1993年４月 当社入社

2000年４月 取締役

2002年４月 上席執行役員

2003年２月 常務執行役員

2005年４月 常務取締役

2006年４月 代表取締役副社長

2007年６月 ㈱三井クリエイト代表取締役社長（現任）

2010年４月 当社代表取締役社長（現任）

　

(注)１ 5,824

常務取締役

モーターコア

事業本部長

三井　宏蔵
1971年12月

３日生

1996年４月 三井物産㈱入社

2012年10月 Bangkok Eastern Coil Center Co., Ltd. 出向

取締役副社長

2013年11月 ㈱三井クリエイト取締役（現任）

2018年４月 三井物産スチール㈱出向

業務本部国内事業統括部長

2019年４月 当社入社

取締役管理本部長

2020年４月 常務取締役（現任）

2022年４月 経営企画本部長

2024年２月 モーターコア事業本部長（現任）
　

(注)１ 4,782

取締役

品質保証本部長
草野　敏昭

1956年10月

17日生

1981年４月 当社入社

2002年２月 電子事業本部ＩＣ事業部長

2002年４月 執行役員

2006年５月 ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベー

ト・リミテッド社長

2016年２月 当社リードフレーム事業本部副本部長

2016年４月 取締役（現任）

2017年９月 リードフレーム事業本部長

2019年２月 品質保証本部長（現任）

　

(注)１ 22

取締役

管理本部長
舟越　知巳

1966年１月

７日生

1990年４月 当社入社

2005年２月 ミツイ・ハイテック（タイワン）カンパニー・

リミテッド社長

2017年９月 当社執行役員品質保証統轄部長

2018年６月 リードフレーム事業本部スタンピング事業部長

2019年２月 リードフレーム事業本部長

2019年４月 取締役（現任）

2024年２月 管理本部長（現任）
　

(注)１ 8

取締役

技術本部長
京　昌英

1960年１月

23日生

1985年４月 当社入社

2015年３月 三井高科技（上海）有限公司社長

2020年11月 当社執行役員モーターコア事業本部副本部長

2021年４月 取締役（現任）

モーターコア事業本部長

2024年２月 技術本部長（現任）
　

(注)１ 10

取締役

リードフレーム

事業本部長

清水　孝司
1965年４月

９日生

1984年４月 当社入社

2022年４月 リードフレーム事業本部事業企画統括部長

2024年２月 リードフレーム事業本部長（現任）

2024年４月 取締役（現任）
　

(注)１ 3
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

金型事業本部長
泉　雅宏

1969年２月

28日生

1989年４月 当社入社

2018年２月 金型事業本部金型事業部長

2024年２月 金型事業本部長（現任）

2024年４月 取締役（現任）
　

(注)１ 1

取締役

経営企画本部長
鵜池　正清

1969年５月

15日生

1993年４月 北九州コカ・コーラボトリング㈱（現 コカ・

コーラ ボトラーズジャパンホールディングス

㈱）入社

2018年１月 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディン

グス㈱財務本部コントローラーズシニアグループ

統括部長

2020年１月 当社入社

2021年４月 管理本部財務管理部長

2024年２月 経営企画本部長（現任）

2024年４月 取締役（現任）
　

(注)１ 0

取締役

（常勤監査等委員）
久保田　千秋

1959年９月

24日生

1983年４月 当社入社

2012年11月 管理本部財務管理部長

2018年６月 執行役員

2021年４月 常勤監査役

2022年４月 取締役（常勤監査等委員）（現任）
　

(注)２ 6

取締役

（常勤監査等委員）
白川　裕之

1958年８月

９日生

1981年４月 当社入社

2002年４月 執行役員

2005年２月 経営企画部長

2011年８月 管理本部副本部長

2012年４月 取締役管理本部長

2019年４月 常勤監査役

2022年４月 取締役（常勤監査等委員）（現任）
　

(注)２ 47

社外取締役

（監査等委員）
熊丸　邦明

1952年７月

14日生

1976年４月 ㈱東芝入社

2000年10月 セミコンダクター社　北九州工場工場長

2005年４月 東芝エレクトロニクス・マレーシア社　社長

2007年５月 ㈱東芝セミコンダクター社　生産統括責任者

2008年４月 コーポレート新照明システム事業統括部長

2016年４月 当社社外取締役

2022年４月 社外取締役（監査等委員）（現任）
　

(注)２ -

社外取締役

（監査等委員）
吉田　修己

1950年11月

４日生

1977年３月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人

トーマツ）入社

1982年９月 公認会計士登録

1997年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人

トーマツ）代表社員

2007年６月 経営会議メンバー兼人材育成本部長

2010年８月 トーマツeラーニングソリューションズ㈱

代表取締役社長

2010年10月 有限責任監査法人トーマツ　CSR推進室長

2013年12月 吉田公認会計士事務所開設　所長（現任）

2017年９月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究

科　特任教授

2020年４月 当社社外取締役

2022年４月 社外取締役（監査等委員）（現任）

　

(注)２ -
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

社外取締役

（監査等委員）
前田　葉子

1978年10月

17日生

2003年10月 弁護士登録

2003年10月 西村あさひ法律事務所入所

2010年７月 デベヴォイズ&プリンプトン法律事務所（米国　

ニューヨーク州）入所

2011年３月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2012年１月 シンガポール国際仲裁センター（シンガポール）

勤務

2015年７月 シティユーワ法律事務所入所（現任）

2021年４月 当社社外取締役

2022年４月 社外取締役（監査等委員）（現任）
　

(注)２ -

社外取締役

（監査等委員）
福本　智之

1966年11月

23日生

1989年４月 日本銀行入行

2015年９月 北九州支店長

2020年１月 国際局長

2021年４月  大阪経済大学経済学部教授（現任）

2021年５月 ㈱経営共創基盤シニア・フェロー（現任）

2022年４月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

2025年６月 ㈱南都銀行社外取締役（監査等委員）（現任）

　

(注)２ -

社外取締役

（監査等委員）
元田　達弥

1969年９月

９日生

1993年５月 アンダーセンコンサルティング（現 アクセン

チュア㈱）入社

1999年９月 公認会計士 辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法

人）入所

2005年９月 業務部統括部長

2007年４月 国際税務部門統括部長

2008年10月 税理士登録

2014年４月 元田会計事務所所長（現任）

2022年３月 ㈱グローバルインフォメーション社外取締役

（監査等委員）（現任）

2022年４月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
　

(注)２ 2

計 10,710

　（注）１．2025年４月18日開催の第91期定時株主総会終結の時から１年間

２．2024年４月19日開催の第90期定時株主総会終結の時から２年間

３．所有株式数は、役員持株会における持分を含んでおります。

 

b.当社は、2026年４月22日開催予定の第92期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である

取締役を除く）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役７名選任の件」を付議いたします。当該議案が原案

どおり承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、

当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

男性13名　女性2名　（役員のうち女性の比率13.3％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

社長
三井　康誠

1968年11月

17日生

1993年４月 当社入社

2000年４月 取締役

2002年４月 上席執行役員

2003年２月 常務執行役員

2005年４月 常務取締役

2006年４月 代表取締役副社長

2007年６月 ㈱三井クリエイト代表取締役社長（現任）

2010年４月 当社代表取締役社長（現任）

　

(注)１ 5,824
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

常務取締役

モーターコア

事業本部長

三井　宏蔵
1971年12月

３日生

1996年４月 三井物産㈱入社

2012年10月 Bangkok Eastern Coil Center Co., Ltd. 出向

取締役副社長

2013年11月 ㈱三井クリエイト取締役（現任）

2018年４月 三井物産スチール㈱出向

業務本部国内事業統括部長

2019年４月 当社入社

取締役管理本部長

2020年４月 常務取締役（現任）

2022年４月 経営企画本部長

2024年２月 モーターコア事業本部長（現任）
　

(注)１ 4,782

取締役

品質保証本部長
草野　敏昭

1956年10月

17日生

1981年４月 当社入社

2002年２月 電子事業本部ＩＣ事業部長

2002年４月 執行役員

2006年５月 ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベー

ト・リミテッド社長

2016年２月 当社リードフレーム事業本部副本部長

2016年４月 取締役（現任）

2017年９月 リードフレーム事業本部長

2019年２月 品質保証本部長（現任）

　

(注)１ 22

取締役

管理本部長
舟越　知巳

1966年１月

７日生

1990年４月 当社入社

2005年２月 ミツイ・ハイテック（タイワン）カンパニー・

リミテッド社長

2017年９月 当社執行役員品質保証統轄部長

2018年６月 リードフレーム事業本部スタンピング事業部長

2019年２月 リードフレーム事業本部長

2019年４月 取締役（現任）

2024年２月 管理本部長（現任）
　

(注)１ 8

取締役

技術本部長
京　昌英

1960年１月

23日生

1985年４月 当社入社

2015年３月 三井高科技（上海）有限公司社長

2020年11月 当社執行役員モーターコア事業本部副本部長

2021年４月 取締役（現任）

モーターコア事業本部長

2024年２月 技術本部長（現任）
　

(注)１ 10

取締役

リードフレーム

事業本部長

清水　孝司
1965年４月

９日生

1984年４月 当社入社

2022年４月 リードフレーム事業本部事業企画統括部長

2024年２月 リードフレーム事業本部長（現任）

2024年４月 取締役（現任）
　

(注)１ 3

取締役

金型事業本部長
泉　雅宏

1969年２月

28日生

1989年４月 当社入社

2018年２月 金型事業本部金型事業部長

2024年２月 金型事業本部長（現任）

2024年４月 取締役（現任）
　

(注)１ 1

取締役

経営企画本部長
鵜池　正清

1969年５月

15日生

1993年４月 北九州コカ・コーラボトリング㈱（現 コカ・

コーラ ボトラーズジャパンホールディングス

㈱）入社

2018年１月 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディン

グス㈱財務本部コントローラーズシニアグループ

統括部長

2020年１月 当社入社

2021年４月 管理本部財務管理部長

2024年２月 経営企画本部長（現任）

2024年４月 取締役（現任）
　

(注)１ 0
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

（常勤監査等委員）
久保田　千秋

1959年９月

24日生

1983年４月 当社入社

2012年11月 管理本部財務管理部長

2018年６月 執行役員

2021年４月 常勤監査役

2022年４月 取締役（常勤監査等委員）（現任）
　

(注)２ 6

取締役

（常勤監査等委員）
白川　裕之

1958年８月

９日生

1981年４月 当社入社

2002年４月 執行役員

2005年２月 経営企画部長

2011年８月 管理本部副本部長

2012年４月 取締役管理本部長

2019年４月 常勤監査役

2022年４月 取締役（常勤監査等委員）（現任）
　

(注)２ 47

社外取締役

（監査等委員）
前田　葉子

1978年10月

17日生

2003年10月 弁護士登録

2003年10月 西村あさひ法律事務所入所

2010年７月 デベヴォイズ&プリンプトン法律事務所（米国　

ニューヨーク州）入所

2011年３月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2012年１月 シンガポール国際仲裁センター（シンガポール）

勤務

2015年７月 シティユーワ法律事務所入所（現任）

2021年４月 当社社外取締役

2022年４月 社外取締役（監査等委員）（現任）
　

(注)２ -

社外取締役

（監査等委員）
福本　智之

1966年11月

23日生

1989年４月 日本銀行入行

2015年９月 北九州支店長

2020年１月 国際局長

2021年４月  大阪経済大学経済学部教授（現任）

2021年５月 ㈱経営共創基盤シニア・フェロー（現任）

2022年４月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

2025年６月 ㈱南都銀行社外取締役（監査等委員）（現任）

　

(注)２ -

社外取締役

（監査等委員）
元田　達弥

1969年９月

９日生

1993年５月 アンダーセンコンサルティング（現 アクセン

チュア㈱）入社

1999年９月 公認会計士 辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法

人）入所

2005年９月 業務部統括部長

2007年４月 国際税務部門統括部長

2008年10月 税理士登録

2014年４月 元田会計事務所所長（現任）

2022年３月 ㈱グローバルインフォメーション社外取締役

（監査等委員）（現任）

2022年４月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
　

(注)２ 2
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

社外取締役

（監査等委員）
柴田　周

1961年７月

８日生

1984年４月 三菱金属㈱（現 三菱マテリアル㈱）入社

2018年６月 代表取締役　常務執行役員　ガバナンス統括本部

長

2019年４月 取締役　常務執行役員　経営戦略本部長

2019年６月 取締役　執行役常務　経営戦略本部長

2020年４月 取締役　執行役常務　CFO（Chief Financial

Officer)　経営戦略本部長

2021年４月 取締役　執行役常務

2021年６月 執行役常務

2022年10月 執行役常務　CDO（Chief Digital Officer）

2023年４月 執行役常務　CTO（Chief Technical Officer）

CDO

2023年６月 取締役　代表執行役常務　CTO　CDO

2024年４月 取締役　代表執行役常務　CTO

2025年４月 取締役

2025年６月 上級顧問（現任）

2026年３月 マブチモーター㈱社外取締役（現任）
　

(注)２ -

社外取締役

（監査等委員）
渡邉　りつ子

1971年１月

19日生

2000年11月 中央青山監査法人入社

2005年６月 公認会計士登録

2007年７月 太陽ASG監査法人（現　太陽有限責任監査法人）

入社

2013年10月 Grant Thornton UK LLP出向

2017年７月 太陽有限責任監査法人パートナー

2023年１月 Grant Thornton Singapore Pte Ltd出向

2025年11月 ㈱Happy Dots Company代表取締役（現任）
　

(注)２ -

計 10,710

　（注）１．2026年４月22日開催の第92期定時株主総会終結の時から１年間

２．2026年４月22日開催の第92期定時株主総会終結の時から２年間

３．所有株式数は、役員持株会における持分を含んでおります。

 

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役（監査等委員）は、有価証券報告書提出日（2026年４月17日）現在、５名であります。

 

　当事業年度における社外取締役（監査等委員）の主な活動状況等については、次のとおりであります。

 

　社外取締役はそれぞれの専門知識等を活かした社外的観点から監督又は監査及び助言、提言を行っており、

取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。

　社外取締役（監査等委員）熊丸邦明氏は、㈱東芝セミコンダクター社において、長年にわたり工場長及び生

産統括責任者、東芝エレクトロニクス・マレーシア社社長を歴任し、半導体製品の開発・製造はもとより、会

社経営にも携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘

や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しておりま

す。

　社外取締役（監査等委員）吉田修己氏は、公認会計士として企業会計に精通する専門家の豊富な知見のほ

か、経営全般やＣＳＲに関する高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や

意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。

　社外取締役（監査等委員）前田葉子氏は、国際紛争解決及び国内紛争解決を主要業務分野とする弁護士であ

り、訴訟関係、リスクマネジメント、国際取引等に関して豊富な経験と高度な専門知識を有しており、当該知

見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識

を当社経営の監査・監督に反映しております。

　社外取締役（監査等委員）福本智之氏は、日本銀行で国際局長等を歴任し、国際金融、経済等に関して卓越

した知見や豊富な経験を有し、又中国金融・経済を研究する大学教授として中国・アジア関連ビジネスに精通

しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富

な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。

　社外取締役（監査等委員）元田達弥氏は、税理士として会計・税務に関する専門的な知識や経験のほか、経

営全般に関する高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独

立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。

　上記の社外取締役５名は、いずれも当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関

係はありません。なお、元田達弥氏は、当社株式を2,500株所有しております。
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　当社は、2026年４月22日開催予定の第92期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員で

ある取締役を除く）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役７名選任の件」を付議いたします。当該議

案が原案どおり承認可決された場合、社外取締役（監査等委員）熊丸邦明氏及び社外取締役（監査等委員）吉

田修己氏が退任し、新たに柴田周氏及び渡邉りつ子氏が社外取締役（監査等委員）に就任いたします。

　柴田周氏は、三菱マテリアル㈱において、代表取締役、代表執行役常務、ガバナンス統括本部長、経営戦略

本部長、CFO、CDO、CTO等の重要役職を歴任され、長年にわたり企業経営に携わってこられました。企業経営

はもとより、技術戦略、DX推進、ガバナンス体制の整備等に関する深い見識を有しております。当該知見を活

かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経営経験・戦略的

視野・DX・ガバナンスの専門性を当社の取締役会機能の強化と当社経営の監査・監督に反映いただけることを

期待しております。

　渡邉りつ子氏は、公認会計士として企業会計や監査実務に携わり、監査法人におけるパートナーとしての豊

富な実務経験を通じて、製造業を含む多様な企業に対する深い理解、また海外経験に基づく国際的な視野も兼

ね備えております。当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場から

これらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。

　上記の２名は、いずれも当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありま

せん。
 

　独立社外取締役選任については、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準

及び当社の定める独立性判断基準を満たし、かつ次のいずれかの経歴又は能力等を有する者の中から、人格、

他社役員の兼任状況、当社社外取締役としての在任年数等を総合的に勘案し、独立社外取締役候補者としてお

ります。

・会社の経営に関与した経験を有する者

・弁護士等の法律の専門家

・財務及び税務、会計に関する相当程度の知見を有する者

・半導体関連業界、自動車関連業界等、当社ビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者

・研究、開発の豊富な経験を有する者

・その他上記各項目に準じた経歴又は能力を有する者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

の関係

　当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、常勤監査等委員、内部監査部門、

内部統制部門及び会計監査人より、随時必要な説明を行う体制を取っております。

　又、社外取締役は、代表取締役との面談、内部監査部門、会計監査人等からの報告を通じて、当社グループ

における業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するなど、多角的な視点から経営監視機能を

果たして参ります。
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（３）【監査の状況】

①　監査等委員監査の状況

a. 監査等委員監査の組織、人員及び手続

　監査等委員会は、有価証券報告書提出日（2026年４月17日）現在において７名（内５名は社外取締役）で構

成されております。

　なお、監査等委員会は、監査等委員の職務を補助するスタッフとして内部監査部に専任スタッフ１名を設置

し、必要な調査・情報収集を指示しております。

b. 監査等委員及び監査等委員会の活動状況

　監査等委員会は、取締役会の意思決定及び取締役の職務の執行状況の監査・監督を行うとともに以下の事項

について決議等を行いました。

・監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項

・監査報告の作成

・会計監査人の会計監査の方法及び結果の相当性の確認

・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

・会計監査人を再任することの適否の決定

・会計監査人の報酬等に対する同意

・会計監査人の非保証業務提供に関する事前承認

・取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の決定

・取締役の報酬等についての監査等委員会の意見の決定　等

その他、代表取締役との定期意見交換、監査等委員以外の取締役との情報交換及び認識共有、常勤監査等委員

から業務監査の経過報告を受け協議しました。

　常勤監査等委員は、取締役会の他、業績報告会、事業計画審議会、コンプライアンス委員会等の重要会議へ

の出席、各部門からの報告の聴取、重要な決裁資料（稟議書等）等の閲覧、国内・海外グループ会社の業務監

査等を行いました。また、会計監査人から監査の実施状況・結果説明等を受け、これらの情報を監査等委員会

で共有しました。特に当連結会計年度においては、事業規模が拡大する中で当社グループの中長期的な企業価

値の向上に向けて、経営基盤の強化及び収益力を支える事業基盤強化を目指し、財務報告に係る内部統制シス

テムを強化するための取り組み状況について重点的に確認・検証を実施しました。

 

 当事業年度においては、監査等委員会９回開催しました。出席状況は次のとおりであり、平均所要時間は70

分/回、平均議案数は７件/回でした。

役職 氏名 出席状況

取締役常勤監査等委員 久保田千秋 ９回/９回（出席率100％）

取締役常勤監査等委員 白 川 裕 之 ９回/９回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 熊 丸 邦 明 ９回/９回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 吉 田 修 己 ９回/９回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 前 田 葉 子 ９回/９回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 福 本 智 之 ９回/９回（出席率100％）

社外取締役監査等委員 元 田 達 弥 ９回/９回（出席率100％）
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②　内部監査の状況等

a.　内部監査の組織、人員及び手続

当社の内部監査部門である内部監査部（７名）は、 内部監査の独立性、客観性を担保するため社長直轄

の組織としています。内部監査部は部長１名、５名の内部監査人、１名の監査等委員スタッフで組成されて

います。内部監査人は、内部監査規程及び監査計画に則り、当社及びグループ会社のリスクベースの業務監

査や財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施しています。

b.　内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係

内部監査部は、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的に意見及び情報の交換等（三様監査連携）を行

い、相互連携を図っています。

また、内部監査部及び常勤監査委員は、それぞれの監査の手続きにおいて、適宜、内部統制部門と意思疎

通を図っています。

c.　内部監査の実効性を確保するための取組み

監査の結果は社長に報告した後、監査報告書の写しを業務執行取締役、監査等委員に送付しています。監

査における指摘事項については、フォローアップ監査を実施し、改善が完了するまで確認することにしてい

ます。また、内部監査部は、定期的に内部監査等の実施状況について取締役会・監査等委員会においても報

告を行うこと等により、内部監査の実効性確保を図っています。

③　会計監査の状況

a.　監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

b.　継続監査期間

1972年１月期以降

c.　業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　上田　知範氏

指定有限責任社員　業務執行社員　吉田　一平氏

d.　監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、米国公認会計士１名、会計士試験合格者等５名、

その他20名であります。

e.　監査法人の選定方針と理由
 当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、会計監査人の独立性に関する事項、採用・教育・研修等

の専門性を確保する体制、ローテーションの体制、審査体制、その他職務の遂行が適切に行われることを確
保することの体制に関する事項を確認し、さらに当社の状況に適した監査内容、監査時間、監査報酬の水準
などを勘案し、総合的に選定することとしております。
 なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に

会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場

合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査
等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし
ます。
 監査等委員会において、会計監査人の職務の執行状況を総合的に勘案した結果、問題となるような点はな

いことから、同監査法人の再任は妥当であると判断し、再任することを決議しました。
f.　監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、「会計監査人の評価基準」に基づいて、監査法人に対して評価を
行います。また適宜、監査法人より監査上の懸念点・監査結果の説明を受け、定期的な会合その他の連携を
通じて、監査法人の独立性、専門性、監査品質等の評価を行いました。
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④　監査報酬の内容等

a.　監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 69 14 75 7

連結子会社 － － － －

計 69 14 75 7
 

（監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容）

（前連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、主に資産利用状況に関する調査助言に関する業務委託費に対する

報酬であります。

（当連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、主にCSRD開示に関するアドバイザリー契約の業務委託費に対する

報酬であります。

 

b.　監査公認会計士等と同一のネットワーク（Deloitte Touche Tohmatsu）に対する報酬（a.を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 － 13 － 17

連結子会社 66 30 71 35

計 66 43 71 53

 
（前連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、主にデロイトトーマツ税理士法人の移転価格税制に関する助言業務

に対する報酬であります。

（当連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、主にデロイトトーマツ税理士法人の移転価格税制に関する助言業務

に対する報酬であります。

 

c.　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

 

d.　監査報酬の決定方針

監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し監査等

委員会の同意の上、決定いたします。

 

e.　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が

適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行

いました。
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（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
　当社は、株主総会の決議により、それぞれの報酬総額の限度額及び内容を決定しており、2022年４月22日開催
の第88期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を年額400百万円以
内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）と決議いただいており、加えて、業務執行取締役の報酬に対する新
たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」を導入することについて決議

いただいております。また、同株主総会において監査等委員である取締役の報酬限度額を年額100百万円以内
（うち社外取締役分は年額60百万円以内）と決議いただいております。
　当社は、2022年４月22日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報
酬等の内容に係る決定方針の改定を決議し、更に2025年２月19日開催の取締役会において、改定を決議しており
ます。
 
イ．報酬の決定に関する基本方針
　当社の役員報酬の決定にあたっては、以下の事項を基本方針としております。
　・報酬に対する透明性・客観性を確保するとともに、その役割と責務に相応しい水準とする。
　・経営監督機能の十分な発揮に資するものとする。
　・グローバルな事業の成長を通じた企業価値の向上の実現のため、経営理念及び経営戦略に合致した職務の遂
行を促し、経営目標の達成を動機付けるものとする。

　・持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために必要な人材の確保に資するものとする。
　・経済環境や市場動向に加えて、他社の支給水準を考慮し、報酬水準を設定する。
　・報酬等の内容及び額の検討は、必要に応じて外部専門機関を活用する。
 
ロ．報酬水準の考え方について
　取締役の報酬水準の検討においては、外部専門機関の客観的な報酬調査データを活用し、同規模（売上高、時
価総額、従業員数にて選定）企業の役員報酬水準をベンチマークとして参考にしております。
 
ハ．報酬の構成
　業務執行取締役の報酬は、定額の固定報酬、会社業績によって支給額が変動する業績連動賞与及び業績連動株
式報酬で構成し、非業務執行取締役の報酬は、定額の固定報酬のみで構成しております。
　当社は、2022年４月22日開催の第88期定時株主総会決議に基づき、同日開催の取締役会で個人別の取締役（監
査等委員である取締役を除く。）報酬の算定方法を含む「役員報酬規程」及び「役員等株式給付規程」の制定を
決議しております。
 
〈固定報酬〉
　固定報酬は、定額の金銭報酬とし、役割と責務に応じて他社の支給水準を考慮したうえで、役位別に決定し
ております。
〈業績連動賞与〉
　業績連動賞与は、短期的な経営目標達成のインセンティブであり、経営陣が最終責任を負い会社業績評価の
重要な経営指標と当社が捉えている「営業利益」、「当期純利益」を採用しております。
　役位別の業績連動賞与の算定方式は、次のとおりです。
　役位別業績連動賞与の額　＝　役位別基準額　×　支給率（％）
　　　　　　支給率（％）　＝　業績達成率（％）×　２　－　100
　支給率の上限は150％とし業績達成率が75％未満の場合、業績連動賞与は支給しません。
　業績達成率は、毎期掲げる営業利益、当期純利益の目標値に対する実績値の割合とし、算定方法は次のとお
りです。
　業績達成率（％）　＝　営業利益達成率（％）×　0.5　+　当期純利益達成率（％）×　0.5
 
〈業績連動株式報酬〉
　当社は、2022年３月14日開催の取締役会において、業務執行取締役を対象とした業績連動型株式報酬制度
「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）を導入することを決

議し、本制度に関する議案を2022年４月22日開催の第88期定時株主総会に付議し、承認されました。
　業績連動株式報酬は、中長期的な経営目標達成のインセンティブであり、経営陣が最終責任を負い会社業績
評価の重要な経営指標と当社が捉えている「売上高」、「営業利益」、「ROIC」、「ESG評価指標（CO2排出量
等）」を採用しております。
　役位別報酬の構成比率は、業績連動報酬に係る目標達成率を100％とした場合、次のとおりとし、高い成果、
責任が求められる高い役位ほどインセンティブ報酬の比率を高めております。
 

 
固定報酬 変動報酬

固定報酬 業績連動賞与 業績連動株式報酬

代表取締役 45.0％ 27.5％ 27.5％

業務執行取締役（常務） 54.0％ 29.9％ 16.1％

業務執行取締役 56.0％ 30.8％ 13.2％

 
 

EDINET提出書類

株式会社三井ハイテック(E02293)

有価証券報告書

 49/111



　本制度は、業務執行取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、業務執行取締役が

株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の

向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本

信託」といいます。）を通じて取得され、業務執行取締役に対して、当社が定める役員等株式給付規程に従っ

て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が本信託

を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。

　業務執行取締役には、各事業年度に関して、役員等株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定

まる数のポイントが仮に付与されます。業務執行取締役に仮に付与されたポイントは、当該事業年度の開始日

から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものの終了時まで（３事業年度）の期間中、各事業年度の業績

目標の達成度等を勘案して調整されます。このように業務執行取締役に仮に付与され、調整された後の１事業

年度当たりのポイント数の合計は、180,000ポイントを上限としています。

　なお、業務執行取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

 

 

ニ．報酬決定の手続き

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の具体的な額については、株主総会における報酬決議の

範囲において、取締役会で決定することとしております。また、報酬に係る取締役会の機能の客観性を強化する

ために、取締役会の諮問機関として、任意に「報酬諮問委員会」を設置しています。報酬諮問委員会は、その過

半数を社外取締役とし、委員長は経営企画本部管掌取締役を選定しています。取締役の報酬等の内容に係る決定

に関する方針及び個人別の報酬等の内容について諮問を受け、報酬等の決定プロセスの妥当性についても審議の

上、意見を述べ、報酬に係る公平性・客観性を強化する役割を担っています。また、監査等委員である取締役の

報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定しておりま

す。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額

（百万円）
対象となる

役員の員数

（名）固定報酬 賞与 株式報酬

取締役（監査等委員及

び社外取締役を除く）
297 133 88 75 8

取締役（監査等委員）

（社外取締役を除く）
33 33 － － 2

社外役員 39 39 － － 5

（注）株式報酬額には、当事業年度の業績達成度等を勘案し、信託が当社株式を取得した際の時価（１株当た

り2,328円）を乗じ、役員株式給付引当金として計上した額を記載しております。
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（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方
　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、
株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資
株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
　なお、当社は純投資目的である投資株式は保有しておりません。
 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有に関する取締役会等における検証の内容
　当社は持続的な企業価値の向上のため、取引関係の維持・強化やより安定した企業運営を目的として政策
保有株式を保有しております。個別の株式の保有意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合ってい
るか等については、取締役会において銘柄毎に、保有目的・保有リスク・時価、配当利回り等を精査し、保
有の適否を検証しております。その結果、保有意義が希薄と判断されるものは売却する方針で進めておりま
す。
 
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 4 33

非上場株式以外の株式 6 1,973

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 1 0

非上場株式以外の株式 － －
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ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
　特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果（注１）
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無
(注２）

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表
計上額
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

㈱ふくおかフィナ

ンシャルグループ

144,750 144,750 金融関係で取引があり、取引を維持・

円滑にするために保有しております。
有

810 613

トヨタ自動車㈱
165,000 165,000 販売関係で取引があり、取引を維持・

円滑にするために保有しております。
有

578 490

アイダエンジニア

リング㈱

296,700 296,700 購買関係で取引があり、取引を維持・

円滑にするために保有しております。
有

355 240

㈱三菱UFJフィナ

ンシャル・グルー

プ

40,960 40,960 金融関係で取引があり、取引を維持・

円滑にするために保有しております。
有

114 81

㈱西日本フィナン

シャルホールディ

ングス

19,221 19,221 金融関係で取引があり、取引を維持・

円滑にするために保有しております。
有

71 41

㈱スターフライ

ヤー

20,000 20,000 購買関係で取引があり、取引を維持・

円滑にするために保有しております。
無

42 47

 
（注）１．当該年度末に保有している特定投資株式については、定量的な保有効果の記載が困難であるため、

定性的な観点から判断した保有効果を記載しております。
２．当社株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分を勘案し記
載しております。

 
　みなし保有株式
　該当事項はありません。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式
　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）に

基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年２月１日から2026年１月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2025年２月１日から2026年１月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査

法人トーマツにより監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法

人財務会計基準機構へ加入し、会計基準への理解を深め、また、新たな会計基準に対応しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2025年１月31日)

当連結会計年度
(2026年１月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 44,384 48,036

受取手形、売掛金及び契約資産 ※１ 32,354 ※１ 30,126

電子記録債権 3,958 ※２ 2,992

有価証券 5,500 5,000

商品及び製品 8,958 8,206

仕掛品 3,747 3,496

原材料及び貯蔵品 4,206 5,898

その他 5,125 5,050

貸倒引当金 △14 △18

流動資産合計 108,220 108,787

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※３ 56,041 ※３ 65,801

減価償却累計額 △28,896 △31,808

建物及び構築物（純額） 27,144 33,993

機械装置及び運搬具 ※３ 125,256 ※３ 136,659

減価償却累計額 △74,119 △81,601

機械装置及び運搬具（純額） 51,137 55,057

工具、器具及び備品 ※３ 28,820 ※３ 31,189

減価償却累計額 △23,591 △26,047

工具、器具及び備品（純額） 5,229 5,142

土地 8,452 8,589

使用権資産 2,099 1,754

減価償却累計額 △1,431 △658

使用権資産（純額） 667 1,096

建設仮勘定 17,651 21,373

有形固定資産合計 110,282 125,252

無形固定資産 1,643 2,286

投資その他の資産   

投資有価証券 1,548 2,006

退職給付に係る資産 1,028 1,744

繰延税金資産 754 657

その他 219 257

投資その他の資産合計 3,551 4,667

固定資産合計 115,477 132,206

資産合計 223,698 240,994
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2025年１月31日)

当連結会計年度
(2026年１月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 23,378 23,325

１年内返済予定の長期借入金 10,295 18,343

未払法人税等 1,636 2,254

欧州事業損失引当金 － 1,739

リース債務 51 40

その他 8,965 9,159

流動負債合計 44,327 54,862

固定負債   

長期借入金 65,925 68,340

退職給付に係る負債 147 130

役員株式給付引当金 － 75

欧州事業損失引当金 － 1,096

リース債務 102 550

繰延税金負債 2,178 2,027

長期前受金 271 180

長期未払金 368 103

その他 50 12

固定負債合計 69,043 72,517

負債合計 113,371 127,379

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,403 16,403

資本剰余金 15,251 15,251

利益剰余金 70,068 69,925

自己株式 △3,657 △3,657

株主資本合計 98,066 97,923

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 614 921

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 11,346 13,938

退職給付に係る調整累計額 △42 468

その他の包括利益累計額合計 11,918 15,328

非支配株主持分 342 363

純資産合計 110,327 113,614

負債純資産合計 223,698 240,994
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2024年２月１日
　至　2025年１月31日)

当連結会計年度
(自　2025年２月１日
　至　2026年１月31日)

売上高 ※１ 214,890 ※１ 218,329

売上原価 182,510 186,141

売上総利益 32,380 32,187

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 16,362 ※２,※３ 19,536

営業利益 16,017 12,651

営業外収益   

受取利息 853 670

受取配当金 49 60

為替差益 773 1,243

その他 255 325

営業外収益合計 1,932 2,299

営業外費用   

支払利息 297 507

デリバティブ評価損 － 36

固定資産除売却損 ※４ 540 ※４ 418

その他 168 172

営業外費用合計 1,005 1,135

経常利益 16,943 13,815

特別利益   

補助金収入 837 483

為替換算調整勘定取崩益 － ※５ 297

特別利益合計 837 780

特別損失   

固定資産圧縮損 605 415

減損損失 － ※６ 3,951

欧州事業損失 － ※７ 2,591

製品補償損失 － ※８ 425

特別損失合計 605 7,383

税金等調整前当期純利益 17,176 7,212

法人税、住民税及び事業税 4,287 4,498

法人税等調整額 665 △459

法人税等合計 4,953 4,038

当期純利益 12,223 3,173

非支配株主に帰属する当期純利益 3 21

親会社株主に帰属する当期純利益 12,219 3,151
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【連結包括利益計算書】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2024年２月１日
　至　2025年１月31日)

当連結会計年度
(自　2025年２月１日
　至　2026年１月31日)

当期純利益 12,223 3,173

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 67 307

繰延ヘッジ損益 3 0

為替換算調整勘定 3,745 2,591

退職給付に係る調整額 98 511

その他の包括利益合計 ※ 3,915 ※ 3,409

包括利益 16,138 6,583

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 16,134 6,561

非支配株主に係る包括利益 3 21
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 16,403 15,251 60,631 △3,655 88,630

当期変動額      

剰余金の配当   △2,782  △2,782

親会社株主に帰属する
当期純利益   12,219  12,219

自己株式の取得    △4 △4

自己株式の処分    2 2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 9,437 △1 9,435

当期末残高 16,403 15,251 70,068 △3,657 98,066

 

        

 その他の包括利益累計額
非支配株
主持分

純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 546 △3 7,601 △141 8,003 359 96,993

当期変動額        

剰余金の配当       △2,782

親会社株主に帰属する
当期純利益       12,219

自己株式の取得       △4

自己株式の処分       2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

67 3 3,745 98 3,915 △16 3,898

当期変動額合計 67 3 3,745 98 3,915 △16 13,333

当期末残高 614 △0 11,346 △42 11,918 342 110,327
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当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 16,403 15,251 70,068 △3,657 98,066

当期変動額      

剰余金の配当   △3,294  △3,294

親会社株主に帰属する
当期純利益   3,151  3,151

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分      

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － △142 △0 △142

当期末残高 16,403 15,251 69,925 △3,657 97,923

 

        

 その他の包括利益累計額
非支配株
主持分

純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 614 △0 11,346 △42 11,918 342 110,327

当期変動額        

剰余金の配当       △3,294

親会社株主に帰属する
当期純利益       3,151

自己株式の取得       △0

自己株式の処分       －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

307 0 2,591 511 3,409 20 3,430

当期変動額合計 307 0 2,591 511 3,409 20 3,287

当期末残高 921 － 13,938 468 15,328 363 113,614
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2024年２月１日
　至　2025年１月31日)

当連結会計年度
(自　2025年２月１日
　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 17,176 7,212

減価償却費 14,518 13,380

退職給付に係る資産又は負債の増減額 △20 △5

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） △40 75

欧州事業損失引当金の増減額（△は減少） － 2,591

受取利息及び受取配当金 △903 △730

支払利息 297 507

為替差損益（△は益） △585 △1,492

デリバティブ評価損益（△は益） － 36

固定資産除売却損益（△は益） 493 398

売上債権の増減額（△は増加） △2,094 3,805

棚卸資産の増減額（△は増加） △2,158 △253

仕入債務の増減額（△は減少） 1,735 △506

未払又は未収消費税等の増減額 562 160

固定資産圧縮損 605 415

補助金収入 △837 △483

為替換算調整勘定取崩益 － △297

減損損失 － 3,951

その他 △162 △1,441

小計 28,586 27,323

利息及び配当金の受取額 901 722

利息の支払額 △281 △475

法人税等の支払額 △5,676 △3,918

補助金の受取額 837 483

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,368 24,135

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △210 －

有形固定資産の取得による支出 △25,829 △27,623

有形固定資産の売却による収入 105 59

無形固定資産の取得による支出 △528 △1,167

貸付けによる支出 △0 △5

貸付金の回収による収入 2 3

その他 △51 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,512 △28,773

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △4,000 －

長期借入れによる収入 30,000 23,000

長期借入金の返済による支出 △12,070 △12,536

自己株式の取得による支出 △4 △0

配当金の支払額 △2,782 △3,294

リース債務の返済による支出 △48 △50

その他 △20 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,073 7,117

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,483 657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,412 3,137

現金及び現金同等物の期首残高 39,192 49,604

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 49,604 ※ 52,742

 

EDINET提出書類

株式会社三井ハイテック(E02293)

有価証券報告書

 60/111



【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社14社

（国内連結子会社）

株式会社三井スタンピング

（在外連結子会社）

ミツイ・ハイテック（シンガポール）プライベート・リミテッド　他12社

当連結会計年度より、連結子会社であったミツイ・ハイテック（ホンコン）リミテッドは、清算結了した

ため、連結の範囲から除外しております。

（非連結子会社）

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち三井高科技（天津）有限公司、三井高科技（上海）有限公司、三井高科技（広東）有限公

司及びミツイ・ハイテック メヒカーナ エス・エー・デ・シー・ブイの決算日は、12月31日であり、連結財務

諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発

生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

②　棚卸資産

商品、製品及び仕掛品

主として個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物　　　31～47年

機械装置　５～10年

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　役員株式給付引当金

　役員の株式給付報酬の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

③　欧州事業損失引当金

　欧州市場におけるBEVの成長鈍化を受け、一部の顧客向けの取引において、今後発生が見込まれる損失

額を見積り、その割引現在価値の合計額を引当金として計上しております。
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(4）退職給付に係る会計処理の方法

（退職給付見込額の期間帰属方法）

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準を採用しております。

（数理計算上の差異の費用処理方法）

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。

（未認識数理計算上の差異の会計処理方法）

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額

の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、高度な精密加工技術を基幹技術として、金型・工作機械、電子部品、電機部品の製造販

売を主な事業内容としております。

収益の認識は、顧客ごとの契約条件に基づいて当該製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義

務が充足するときを通常の時点（収益を認識する通常の時点）としており、その通常の時点とは以下のとお

りであります。

製品の国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常である場合

には、出荷時に収益を認識しており、海外への販売においては、主にインコタームズで定められた貿易条件

に基づき、法的所有権、物理的占有、重大なリスク等が顧客に移転した時点を、製品に対する支配が顧客へ

移転して提供した製品に関する対価を収受する権利を当社グループが有したものと判断し、収益を認識して

おります。

一部の取引においては、顧客が定める仕様による製品の製造を行っており、当該製品は転用が不可能であ

ること、及び、履行義務の完了した部分については対価を収受する権利を有していることから、一定の期間

にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しており、その

進捗度は、主に期末日までに発生した原価が、予想される総原価に占める割合に基づいて測定しています。

また、顧客から原材料を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に対して販売する有償受給取引について

は、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識しております。

上記とは別に電機部品の顧客に対して、金型を企画制作し手配する履行義務を負っています。当該履行義

務は手配した金型により部品の量産が開始された時点で充足されると判断し、収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおり

ません。

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。

なお、在外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約について、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は主として外貨建営業債権であります。

③　ヘッジ方針

内規に基づき、主として輸出売上に係る為替変動リスクを回避するため、外貨建営業債権の残高の範

囲内でヘッジ取引を行っております。

　なお、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ有効性の判定は、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対

象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。

(8) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんは発生しておりません。

(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資であり

ます。
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（重要な会計上の見積り）

（有形固定資産の減損）
(1) 連結財務諸表に計上した金額

 
　前連結会計年度

（自　2024年２月１日
　　至　2025年１月31日）

　当連結会計年度
（自　2025年２月１日
　　至　2026年１月31日）

有形固定資産 110,282百万円 125,252百万円
減損損失 － 3,951

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

事業用資産は、主として国内の事業部門及び海外の生産拠点単位で資産のグルーピングを行い、減損

の兆候がある資産グループについて、国内の事業部門に関しては、当該資産グループから得られる割引

前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、減損損失を認識すべきであると判定された資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額いたします。海外の生産拠点に関しては、将来キャッ

シュ・フロー等を見積り、減損テストを実施し、減損損失を認識すべきであると判定された資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額いたします。

遊休資産は、個別物件ごとにグルーピングを行い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

②主要な仮定

事業用資産の将来キャッシュ・フローは、取締役会により承認された事業計画を基礎として算定して

おり当該事業計画は、市場動向や生産計画等について合理的な仮定を置いて策定しております。市場動

向や生産計画等の仮定は、製品を販売している国または地域の経済状況の影響、主たる供給先である半

導体、家電及び自動車業界の需要動向や顧客の在庫調整等の影響を受けるため、不確実性があります。

遊休資産の回収可能価額は、不動産鑑定評価額に基づく正味売却価額により算定しております。

③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

市場の動向や生産計画の変化等により、将来キャッシュ・フローの見積りと実績に乖離が生じた場

合、不動産市況の変化等により、遊休資産の正味売却価額が変動した場合、翌連結会計年度において減

損損失を計上する可能性があります。

 

（欧州事業損失）
(1) 連結財務諸表に計上した金額

 
　前連結会計年度

（自　2024年２月１日
　　至　2025年１月31日）

　当連結会計年度
（自　2025年２月１日
　　至　2026年１月31日）

欧州事業損失 －百万円 2,591百万円
 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

欧州市場におけるBEVの成長鈍化を受け、一部顧客向けの取引において、今後発生が見込まれる損失

額を見積り、その割引現在価値の合計額を引当金として計上しております。

②主要な仮定

対象顧客との取引における今後発生が見込まれる損失額は、取締役会で承認された事業計画に基づき

算定しており、市場動向や生産計画等について合理的な仮定を置いて策定しております。

③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

今後のBEV市場を取り巻く環境の変化や事業計画の見直し等により、見積額に変動が生じた場合に

は、翌連結会計年度において、欧州事業損失の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日）、「包括利益の

表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号2022年10月28日）及び「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日）を、当連結会計年度の期首から適用しています。これに

よる連結財務諸表への影響はありません 。

 

（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用）

「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第46

号2024年３月22日）を当連結会計年度の期首から適用しております。これによる連結財務諸表への影響はあり

ません。

 

EDINET提出書類

株式会社三井ハイテック(E02293)

有価証券報告書

 63/111



（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

従来、当社グループは、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法（ただし、1998年４月１日

以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい

ては、定額法）を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更しております。

当社グループは、競争力強化や生産能力増強のための設備投資を推進するとともに、生産設備の汎用化を進

めており、今後は有形固定資産の安定的な使用による平準化された経済的便益の消費が見込まれるため、定額

法が経済実態をより適切に反映すると判断しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

はそれぞれ22億２千２百万円増加しております。

 

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委

員会）　等

 

(1) 概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全

てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏

まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第

16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、

かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基

準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイ

ナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産

に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2) 適用予定日

　2029年１月期の期首から適用します。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。

 

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準

委員会）

 

(1) 概要

　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を

設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針

第１号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計

基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うととも

に、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定め

たものであります。

 

(2) 適用予定日

　2029年１月期の期首から適用します。
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（追加情報）

（業績連動型株式報酬制度の導入）

　当社は、業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board

BenefitTrust））」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

（1）取引の概要

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本

信託」といいます。）を通じて取得され、業務執行取締役に対して、当社が定める役員等株式給付規程に従っ

て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が本信託を

通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、業務執行取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、

原則として取締役の退任時となります。

（2）信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。前連結会計事業年度末の当該自己株式の帳簿価額は646百万円、株式数は

277,500株、当連結会計事業年度末の当該自己株式の帳簿価額は646百万円、株式数は277,500株です。

 

（連結貸借対照表関係）

※１　受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ

以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年１月31日）

当連結会計年度
（2026年１月31日）

受取手形 10百万円 －百万円

売掛金 29,709 27,954

契約資産 2,634 2,171

 

※２　連結会計年度末日満期手形等

　連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

　なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結

会計年度末残高に含まれております。

 
前連結会計年度
（2025年１月31日）

当連結会計年度
（2026年１月31日）

電子記録債権 －百万円 197百万円

 

※３　国庫補助金等による固定資産圧縮額

国庫補助金等による有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、以下のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度
(2025年1月31日)

当連結会計年度
(2026年1月31日)

建物及び構築物 75百万円 139百万円

機械装置及び運搬具 1,001 1,218 

工具、器具及び備品 367 503 

合計 1,445 1,860 
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（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益
　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
顧客との契約から生じる収益の金額は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載しております。

 

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

 
　前連結会計年度
（自　2024年２月１日
　　至　2025年１月31日）

　当連結会計年度
（自　2025年２月１日
　　至　2026年１月31日）

運搬費 3,733百万円 3,756百万円

役員賞与 111 88

給与・賞与 5,277 6,343

退職給付費用 186 194

役員株式給付引当金繰入額 △37 75

減価償却費 530 1,130

 

※３　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

 
　前連結会計年度
（自　2024年２月１日
　　至　2025年１月31日）

　当連結会計年度
（自　2025年２月１日
　　至　2026年１月31日）

　 320百万円 471百万円

 

※４　固定資産除売却損（営業外費用）の内訳

 
前連結会計年度

（自　2024年２月１日
至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日
至　2026年１月31日）

建物及び構築物 390百万円 143百万円

機械装置及び運搬具 103 230 

工具、器具及び備品 44 26 

ソフトウェア 1 18 

その他 0 0 

合計 540 418 

 

※５　為替換算調整勘定取崩益

　前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

該当ありません。

 

　当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

連結子会社であったミツイ・ハイテック（ホンコン）リミテッドの清算結了に伴い、為替換算調整勘

定を取り崩したことによるものであります。
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※６　減損損失

　前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

該当ありません。

 

　当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 場所 種類
金額

（百万円）

事業用資産 ポーランド共和国オポーレ県 建物及び構築物 38

  機械装置及び運搬具 1,835

  工具、器具及び備品 2

  建設仮勘定 2,053

  ソフトウェア 20

  合計 3,951

（経緯）

事業用資産は、欧州市場におけるBEVの成長鈍化を受け、収益性の低下が見込まれる一部顧客向けの

取引に関連する製造設備について、回収可能性を検討した結果、帳簿価額の回収が困難であると判断

し、減損損失を計上しております。

 

（グルーピングの方法及び回収可能価額の算定方法等）

事業用資産は、主として国内の事業部門及び海外の生産拠点単位で資産のグルーピングを行い、減

損の兆候がある資産グループについて、国内の事業部門に関しては、当該資産グループから得られる

割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、減損損失を認識すべきであると判定され

た資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。海外の生産拠点に関しては、将来

キャッシュ・フロー等を見積り、減損テストを実施し、減損損失を認識すべきであると判定された資

産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、回収可能価額は使用価値により

測定しており 、将来キャッシュ・フローを10.1％で割り引いて算定しております。

 

※７　欧州事業損失

　前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

該当ありません。

 

　当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

欧州市場におけるBEVの成長鈍化を受け、一部顧客向けの取引において今後発生が見込まれる損失額

を見積り、その割引現在価値の合計額について欧州事業損失25億９千１百万円を計上しております。

 
※８　製品補償損失

　前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

該当ありません。

 

　当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

製品補償損失は、当社が製造・販売した製品の一部について、取引先における半導体の組み立て工程

において品質不良が判明したため、当該品質不良に係る補償損失を計上したものであります。
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（連結包括利益計算書関係）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2024年２月１日
   至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日
   至　2026年１月31日）

その他有価証券評価差額金：     

当期発生額 97百万円 458百万円

組替調整額 － － 

法人税等及び税効果調整前 97 458 

法人税等及び税効果額 △ 29 △ 151 

その他有価証券評価差額金 67 307 

繰延ヘッジ損益：     

  当期発生額 4 0 

  組替調整額 － － 

    法人税等及び税効果調整前 4 0 

    法人税等及び税効果額 △ 1 0 

    繰延ヘッジ損益 3 0 

為替換算調整勘定：     

当期発生額 3,745 2,591 

組替調整額 － － 

為替換算調整勘定 3,745 2,591 

退職給付に係る調整額：     

当期発生額 61 666 

組替調整額 73 60 

法人税等及び税効果調整前 135 727 

法人税等及び税効果額 △ 36 △ 216 

退職給付に係る調整額 98 511 

その他の包括利益合計 3,915 3,409 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）1、2 39,466,865 157,867,460 － 197,334,325

合計 39,466,865 157,867,460 － 197,334,325

自己株式     

普通株式

（注）1、3、4
2,916,504 11,668,091 200 14,584,395

合計 2,916,504 11,668,091 200 14,584,395

（注）１．2024年８月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っています。

２．発行済株式数の増加157,867,460株は株式分割によるものです。

３．自己株式数の増加11,668,091株は、株式分割による増加11,667,364株、単元未満株式の買い取りに

よる増加727株であります。また、自己株式数の減少200株は、2024年４月19日に開催の定時株主総

会決議に基づく業績連動株式報酬による自己株式の処分によるものです。

４．当事業年度末の自己株式には「株式給付信託（BBT）」の信託財産として信託が保有する当社株式

277,500株が含まれております。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2024年３月12日

取締役会
普通株式 1,757 48.0 2024年１月31日 2024年４月15日

2024年９月10日

取締役会
普通株式 1,024 28.0 2024年７月31日 2024年10月10日

（注）１．2024年３月12日開催の取締役会の決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）の信託財産
として信託が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。

２．2024年９月10日開催の取締役会の決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）の信託財産
として信託が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。

３．2024年８月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っていますが、「１株当たり配
当額（円）」については、当該株式分割前の金額を記載しています。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

配当の

原資

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2025年３月11日

取締役会
普通株式 2,196

利益

剰余金
12.0 2025年１月31日 2025年４月14日

（注）2025年３月11日開催の取締役会の決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）の信託財産とし
て信託が保有する当社株式に対する配当金３百万円が含まれております。
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当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 197,334,325 － － 197,334,325

合計 197,334,325 － － 197,334,325

自己株式     

普通株式

（注）1、2
14,584,395 545 － 14,584,940

合計 14,584,395 545 － 14,584,940

（注）１．自己株式の株式数の増加545株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．当事業年度末の自己株式には「株式給付信託（BBT）」の信託財産として信託が保有する当社株式

277,500株が含まれております。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2025年３月11日

取締役会
普通株式 2,196 12.0 2025年１月31日 2025年４月14日

2025年９月９日

取締役会
普通株式 1,098 6.0 2025年７月31日 2025年10月９日

（注）１．2025年３月11日開催の取締役会の決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）の信託財産
として信託が保有する当社株式に対する配当金３百万円が含まれております。

２．2025年９月９日開催の取締役会の決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）の信託財産
として信託が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

配当の

原資

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2026年３月11日

取締役会
普通株式 2,196

利益

剰余金
12.0 2026年１月31日 2026年４月13日

（注）2026年３月11日開催の取締役会の決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）の信託財産とし
て信託が保有する当社株式に対する配当金３百万円が含まれております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2024年２月１日
   至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日
   至　2026年１月31日）

現金及び預金勘定 44,384百万円 48,036百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △279 △293 

有価証券勘定に含まれる譲渡性預金 5,500 5,000 

現金及び現金同等物 49,604 52,742 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、また、資金調達については、主に

銀行借入による方針であります。デリバティブは、主に外貨建営業債権に係る為替の変動リスクを回避す

るために利用し、投機的な取引は行いません。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金及び契約資産、電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されており、

また、製品の輸出に伴う一部の外貨建て営業債権は為替の変動リスクに晒されております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。

　営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。

　長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であります。

デリバティブ取引は、主に外貨建営業債権に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替

予約取引であります。また、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評

価の方法については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事

項（7）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループでは、与信管理規程に基づき、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先

の信用状況を定期的に把握することにより、リスクの軽減を図っております。

デリバティブ取引については、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行って

おります。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

デリバティブ取引については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に基づき行っております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、管理しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

財務部門にて定期的に資金計画を作成・更新するとともに、一定水準の手元流動性を確保することなどに

より、流動性リスクを管理しております。また、流動性リスクの備えとして、当座貸越契約を締結してお

ります。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。また、（デリバティブ取引関係）注記におけるデリバティブ

取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあ

りません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2025年１月31日）

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

投資有価証券 1,514 1,514 －

資産計 1,514 1,514 －

長期借入金（※２） 76,220 74,663 △1,556

負債計 76,220 74,663 △1,556

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

投資有価証券 1,973 1,973 －

資産計 1,973 1,973 －

長期借入金（※２） 86,683 84,403 △2,279

負債計 86,683 84,403 △2,279

デリバティブ取引（※３） （36） （36） －

※１.「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「電子記録債権」「買掛金」「未払法人税

等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので

あることから、記載を省略しております。

※２.１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。

※３.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については、( )で示しております。

※４.市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対

照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
 

区分
前連結会計年度

（2025年１月31日）

当連結会計年度

（2026年１月31日）

非上場株式 33 33
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（注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年１月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
（百万円）

現金及び預金 44,378 －

受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権 36,312 －

有価証券及び投資有価証券   

　有価証券のうち満期があるもの   

　　譲渡性預金 5,500 －

合計 86,191 －

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
（百万円）

現金及び預金 48,036 －

受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権 33,118 －

有価証券及び投資有価証券   

　有価証券のうち満期があるもの   

　　譲渡性預金 5,000 －

合計 86,154 －

 

（注）２．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年１月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

長期借入金 10,295 14,317 18,195 10,514 10,873 12,023

合計 10,295 14,317 18,195 10,514 10,873 12,023

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

長期借入金 18,343 22,370 14,614 14,723 9,517 7,114

合計 18,343 22,370 14,614 14,723 9,517 7,114

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しています。

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
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(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2025年１月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 1,514 － － 1,514

資産計 1,514 － － 1,514

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 1,973 － － 1,973

資産計 1,973 － － 1,973

デリバティブ取引

　通貨関連 － 36 － 36

負債計 － 36 － 36

 

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2025年１月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 74,663 － 74,663

負債計 － 74,663 － 74,663

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 84,403 － 84,403

負債計 － 84,403 － 84,403

（注）１．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しており

ます。

長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率

を基に、割引現在価値法により算定し、レベル２の時価に分類しております。

２．１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2025年１月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

　株式 1,273 331 942

小計 1,273 331 942

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

　株式 240 299 △58

譲渡性預金 5,500 5,500 －

小計 5,740 5,799 △58

合計 7,014 6,131 883

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額33百万円）については、市場価格のない株式等であるため、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

　株式 1,973 631 1,341

小計 1,973 631 1,341

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

　株式 － － －

譲渡性預金 5,000 5,000 －

小計 5,000 5,000 －

合計 6,973 5,631 1,341

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額33百万円）については、市場価格のない株式等であるため、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。

 

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度（2025年１月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外の

取引

為替予約取引     

売建     

米ドル 5,017 － △36 △36

合計 5,017 － △36 △36

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度（2025年１月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
（百万円）

繰延ヘッジ処理

為替予約取引     

売建     

米ドル 外貨建予定取引 2,597 － △0

合計 2,597 － △0

為替予約等の

振当処理

為替予約取引     

売建    （注）

米ドル 売掛金 985 －  

合計 985 － －

（注）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているた

め、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
（百万円）

為替予約等の

振当処理

為替予約取引     

売建    （注）

米ドル 売掛金 3,305 －  

合計 3,305 － －

（注）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているた

め、その時価は当該売掛金に含めて記載しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

(1) 提出会社

　当社は、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。

　なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされな

い割増退職金を支払う場合があります。

(2) 国内連結子会社

　国内連結子会社は、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。

(3) 在外連結子会社

　在外連結子会社においては、ミツイ・ハイテック（タイワン）カンパニー・リミテッド及びミツイ・ハ

イテック（タイランド）カンパニー・リミテッドが確定給付型の退職給付制度を採用しております。

　その他の在外連結子会社においては、退職給付制度を採用しておりません。
 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　2024年2月１日
至　2025年1月31日）

当連結会計年度
（自　2025年2月１日
至　2026年1月31日）

退職給付債務の期首残高 5,987百万円 6,060百万円
勤務費用 438  453  

利息費用 31  32  

数理計算上の差異の発生額 △59  △634  

退職給付の支払額 △357  △512  

その他 20  △8  

退職給付債務の期末残高 6,060  5,389  
 

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　2024年2月１日
至　2025年1月31日）

当連結会計年度
（自　2025年2月１日
至　2026年1月31日）

年金資産の期首残高 6,715百万円 6,944百万円
期待運用収益 100  104  
数理計算上の差異の発生額 0  30  
事業主からの拠出額 484  425  
退職給付の支払額 △355  △502  
その他 △0  2  
年金資産の期末残高 6,944  7,003  

 

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

に係る資産の調整表

 
前連結会計年度
（2025年１月31日）

当連結会計年度
（2026年１月31日）

積立型制度の退職給付債務 6,048百万円 5,376百万円
年金資産 △6,944 △7,003 
 △896 △1,627 
非積立型制度の退職給付債務 14百万円 13百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △881 △1,614 
     
退職給付に係る負債 147百万円 130百万円
退職給付に係る資産 △1,028 △1,744 
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △881 △1,614 
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自　2024年2月１日
至　2025年1月31日）

当連結会計年度
（自　2025年2月１日
至　2026年1月31日）

勤務費用 438百万円 453百万円
利息費用 31  32  
期待運用収益 △100  △104  
数理計算上の差異の費用処理額 71  60  
確定給付制度に係る退職給付費用 441  441  

 
(5) 退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2024年2月１日
至　2025年1月31日）

当連結会計年度
（自　2025年2月１日
至　2026年1月31日）

数理計算上の差異 135百万円 727百万円
　合　　計 135  727  

 

(6) 退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度
（2025年1月31日）

当連結会計年度
（2026年1月31日）

未認識数理計算上の差異 △73百万円 654百万円
　合　　計 △73  654  

 
(7) 年金資産に関する事項

　① 年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年1月31日）

当連結会計年度
（2026年1月31日）

債券 13.7％ 12.1％
株式 26.9  27.6  
一般勘定 51.1  51.7  
その他 8.3  8.6  
　合　　計 100.0  100.0  

 

　② 長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を

構成・多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
 

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

 
前連結会計年度
（2025年1月31日）

当連結会計年度
（2026年1月31日）

割引率 主として0.5％ 主として2.0％
長期期待運用収益率 主として1.5％ 主として1.5％
（注）当連結会計年度の期首時点の計算において適用した割引率は0.5％でありましたが、期末時点におい

て割引率の再検討を行った結果、割引率の変更により退職給付債務の額に重要な影響を及ぼすと判断

し、割引率を2.0％に変更しております。
 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度342百万円、当連結会計年度348百万円であります。

 

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（2025年１月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
（2025年１月31日）

 
当連結会計年度
（2026年１月31日）

繰延税金資産        

繰越欠損金（注）  1,879 百万円   2,622 百万円
減損損失  679    1,454  

連結手続上消去された未実現利益  654    631  

退職給付制度改定損  162    74  

減価償却超過額  151    326  

未払事業税  107    134  

収益認識原価差額  99    228  

欧州事業損失  －    532  

その他  382    330  

繰延税金資産小計  4,114    6,335  

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △834    △1,013  

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △374    △1,779  

評価性引当額小計  △1,208    △2,793  

繰延税金資産合計  2,905    3,542  

繰延税金負債        

減価償却不足額  △3,343    △3,637  

その他有価証券評価差額金  △268    △420  

退職給付に係る資産  △315    △541  

在外子会社の内部留保  △298    △219  

その他  △105    △93  

繰延税金負債合計  △4,329    △4,912  

繰延税金資産の純額  △1,423    △1,370  
 

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
 
前連結会計年度（2025年１月31日）

 １年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

合計
（百万円） 

税務上の繰越欠損金(※) 2 － － － － 1,876 1,879

評価性引当額 △2 － － － － △832 △834

繰延税金資産 － － － － － 1,044 1,044

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
当連結会計年度（2026年１月31日）

 １年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

合計
（百万円） 

税務上の繰越欠損金(※) － － － － － 2,622 2,622

評価性引当額 － － － － － △1,013 △1,013

繰延税金資産 － － － － － 1,609 1,609

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
（2025年１月31日）

 
当連結会計年度
（2026年１月31日）

法定実効税率  30.4 ％   30.4 ％

（調整）        

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.2    0.5  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  0.0    0.0  

評価性引当額の変動額  0.0    22.0  

税額控除等  △3.9    △7.5  

在外連結子会社の留保利益  1.7    0.1  

在外連結子会社との実効税率差異  △1.6    7.2  

在外連結子会社における税制特区制度の影響額  0.5    5.7  

収益認識原価差額  0.3    △0.9  

その他  1.1    △1.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  28.7    56.1  

 
（表示方法の変更）
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　前連結会計年度の注記において、「その他」に含まれていた「在外連結子会社における税制特区制度の
影響額」は重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の
変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
　この結果、前連結会計年度において、「その他」に表示していた1.6％は、「在外連結子会社における
税制特区制度の影響額」0.5％、「その他」1.1％として組み替えております。

 
 

３．連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第十三号）が2025年３月31日に公布され、繰延税金
資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年２月１日に開始する連結会計年度以降に解
消が見込まれる一時差異等については従来の30.41％から31.31％となります。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

（資産除去債務関係）

前連結会計年度（2025年１月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（2026年１月31日）

　該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

当社では、福岡県その他の地域において、遊休不動産を有しております。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2024年２月１日
至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日
至　2026年１月31日）

連結貸借対照表計上額   

 期首残高 68 1,680

 期中増減額 1,612 △59

 期末残高 1,680 1,621

期末時価 1,680 1,621

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期末時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書等に基づく金額であります。

３．期中増減額のうち、当連結会計年度の減少額は減価償却費による減少であります。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであり

ます。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)４．会計方針に関する事項(５)

重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

３．顧客との契約に基づく履行業務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

(1)契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債は以下のとおりであります。

前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

 当連結会計年度（百万円）

 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 30,170 33,678

契約資産 3,065 2,634

契約負債 499 709
　連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、流動資産の「受取手形、売
掛金及び契約資産」並びに「電子記録債権」に含まれており、契約負債は、流動負債の「その他」に含
まれております。
　契約資産は、顧客との契約について進捗度に応じて一定期間に渡り認識した収益に係る未請求の売掛
金であります。契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
　契約負債は、顧客との契約について契約条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであり
ます。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

 

当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

 当連結会計年度（百万円）

 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 33,678 30,947

契約資産 2,634 2,171

契約負債 709 505
　連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、流動資産の「受取手形、売
掛金及び契約資産」並びに「電子記録債権」に含まれており、契約負債は、流動負債の「その他」に含
まれております。
　契約資産は、顧客との契約について進捗度に応じて一定期間に渡り認識した収益に係る未請求の売掛
金であります。契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
　契約負債は、顧客との契約について契約条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであり
ます。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
 

(2)残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末において、契約期間が１年を超える重要な取引はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
り、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と
なっているものであります。
当社グループは、製品の事業区分ごとに国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開してお
ります。
したがって、当社グループは当該事業区分を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「金
型・工作機械」、「電子部品」、「電機部品」の３つを報告セグメントとしております。
「金型・工作機械」は、プレス用金型及び平面研削盤等を製造・販売しております。「電子部品」は、
リードフレーム等の製造・販売を行っております。「電機部品」は、モーターコア製品等の製造・販売を
行っております。
 
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
 
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）に記載のとおり、当社グループ
は、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度
より定額法に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度のセグメント利益は、「金型・工作機械」で
２億７千５百万円増加、「電子部品」で５億３百万円増加、「電機部品」で15億６千７百万円増加して
おります。

 
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分
解情報

前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表計上額
(注)２ 

金型・
工作機械

電子部品 電機部品 計

売上高       

顧客との契約から生じ

る収益
4,315 55,393 155,182 214,890 － 214,890

外部顧客への売上高 4,315 55,393 155,182 214,890 － 214,890

セグメント間の内部売

上高又は振替高
5,915 － － 5,915 (5,915) －

計 10,230 55,393 155,182 220,805 (5,915) 214,890

セグメント利益 328 3,728 12,053 16,109 (91) 16,017

セグメント資産 7,298 41,964 152,679 201,942 21,755 223,698

その他の項目       

減価償却費 793 3,962 9,377 14,133 385 14,518

減損損失 － － － － － －

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
869 4,606 17,329 22,804 2,051 24,856

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△91百万円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま
す。

(2)セグメント資産の調整額21,755百万円の主なものは、セグメントに配分していない全社資産であ
ります。

(3)減価償却費の調整額385百万円は、全社資産に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,051百万円は、全社資産の増加額であります。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表計上額
(注)２ 

金型・
工作機械

電子部品 電機部品 計

売上高       

顧客との契約から生じ

る収益
4,112 59,567 154,649 218,329 － 218,329

外部顧客への売上高 4,112 59,567 154,649 218,329 － 218,329

セグメント間の内部売

上高又は振替高
6,135 － － 6,135 (6,135) －

計 10,247 59,567 154,649 224,464 (6,135) 218,329

セグメント利益 272 4,046 9,821 14,139 (1,488) 12,651

セグメント資産 6,696 44,879 163,388 214,965 26,029 240,994

その他の項目       

減価償却費 494 3,301 8,959 12,755 625 13,380

減損損失 － － 3,951 3,951 － 3,951

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
314 4,049 24,515 28,879 1,237 30,116

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△1,488百万円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま
す。

(2)セグメント資産の調整額26,029百万円の主なものは、セグメントに配分していない全社資産であ
ります。

(3)減価償却費の調整額625百万円は、全社資産に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,237百万円は、全社資産の増加額であります。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自 2024年２月１日 至 2025年１月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）
 

日本 中国
米州

その他 合計
米国 その他

108,834 44,631 21,352 785 39,286 214,890

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2）有形固定資産

（単位：百万円）
 

日本 中国
欧州 米州

その他 合計
ポーランド その他 カナダ メキシコ その他

49,579 19,266 10,726 － 20,580 6,188 4 3,936 110,282

 

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

トヨタ自動車㈱ 69,317 電機部品

 

当連結会計年度（自 2025年２月１日 至 2026年１月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）
 

日本 中国
米州

その他 合計
米国 その他

109,582 45,615 21,876 813 40,441 218,329

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（表示方法の変更）

前連結会計年度において、「その他」に含まれていた「米州地域」及び「米国」は重要性が増したた

め、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前

連結会計年度の地域ごとの情報の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度において、「その他」に表示していた61,423百万円は、「米州　米国」

21,352百万円、「米州　その他」785百万円、「その他」39,286百万円として組み替えております。
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(2）有形固定資産

（単位：百万円）
 

日本 中国
欧州 米州

その他 合計
ポーランド その他 カナダ メキシコ その他

53,744 19,390 13,083 0 22,023 12,773 13 4,223 125,252

（表示方法の変更）

前連結会計年度において、「欧州」及び「米州」に含まれていた「ポーランド」及び「メキシコ」は

重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の地域ごとの情報の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度において、「欧州」に表示していた10,726百万円は、「欧州　ポーラン

ド」10,726百万円として組み替えています。「米州」に表示していた26,773百万円は、「米州　カナ

ダ」20,580百万円、「米州　メキシコ」6,188百万円「米州　その他」4百万円として組み替えておりま

す。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

トヨタ自動車㈱ 69,421 電機部品
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2024年２月１日 至 2025年１月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2025年２月１日 至 2026年１月31日）

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2024年２月１日 至 2025年１月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2025年２月１日 至 2026年１月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2024年２月１日 至 2025年１月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2025年２月１日 至 2026年１月31日）

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

　前連結会計年度（自 2024年２月１日 至 2025年１月31日）

　記載すべき重要な事項はありません。

 

　当連結会計年度（自 2025年２月１日 至 2026年１月31日）

　記載すべき重要な事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　前連結会計年度（自 2024年２月１日 至 2025年１月31日）

　該当事項はありません。

 

　当連結会計年度（自 2025年２月１日 至 2026年１月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　2024年２月１日
至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日
至　2026年１月31日）

 
１株当たり純資産額 601.83円

１株当たり当期純利益 66.86円
　

 
１株当たり純資産額 619.71円

１株当たり当期純利益 17.25円
　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

（注）１．当社は、株式給付信託（BBT）を導入しており、期末自己株式数については、株式給付信託（BBT）

が保有する当社株式（当連結会計年度277千株、前連結会計年度277千株）が含まれております。ま

た、期中平均株式数の計算において控除する自己株式については、株式給付信託（BBT）が保有す

る当社株式（当連結会計年度277千株、前連結会計年度277千株）を含めております。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年２月１日
至　2025年１月31日)

当連結会計年度
(自　2025年２月１日
至　2026年１月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 12,219 3,151

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属す

る当期純利益
（百万円） 12,219 3,151

普通株式の期中平均株式数 （千株） 182,750 182,749

 

（重要な後発事象）

該当事項ありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 10,295 18,343 0.63 －

１年以内に返済予定のリース債務 51 40 － －

長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く。）

65,925 68,340 0.64 2027年～2031年

リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く。）

102 550 － 2027年～2046年

その他有利子負債 － － － －

合計 76,374 87,274 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース

債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定

額は以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 22,370 14,614 14,723 9,517

リース債務 63 59 49 52

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等

  中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 （百万円） 108,334 218,329

税金等調整前中間（当期）

純利益
（百万円） 6,317 7,212

親会社株主に帰属する中間

（当期）純利益
（百万円） 4,189 3,151

１株当たり中間（当期）

純利益
（円） 22.93 17.25
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2025年１月31日)
当事業年度

(2026年１月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,281 12,397

受取手形 10 －

売掛金 ※１ 15,988 ※１ 13,761

契約資産 ※１ 2,919 ※１ 1,888

電子記録債権 3,958 ※２ 2,992

有価証券 5,500 5,000

商品及び製品 4,535 4,070

仕掛品 2,401 2,790

原材料及び貯蔵品 1,998 2,361

１年内回収予定の長期貸付金 ※１ 3,429 ※１ 7,727

未収入金 ※１ 482 ※１ 706

立替金 ※１ 3,416 ※１ 3,705

その他 ※１ 518 ※１ 824

流動資産合計 55,439 58,225

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,518 13,968

構築物 966 1,129

機械及び装置 20,648 21,299

車両運搬具 50 47

工具、器具及び備品 1,416 1,713

土地 6,694 6,694

建設仮勘定 2,991 3,134

有形固定資産合計 46,286 47,987

無形固定資産   

ソフトウエア 1,224 1,403

その他 251 728

無形固定資産合計 1,475 2,131

投資その他の資産   

投資有価証券 1,548 2,006

関係会社株式 34,068 30,053

関係会社出資金 1,655 1,655

従業員に対する長期貸付金 7 7

関係会社長期貸付金 36,787 42,472

前払年金費用 1,135 1,135

繰延税金資産 224 229

その他 144 170

投資その他の資産合計 75,571 77,730

固定資産合計 123,334 127,849

資産合計 178,773 186,075
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2025年１月31日)
当事業年度

(2026年１月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※１ 14,826 ※１ 13,312

短期借入金 ※１ 5,335 ※１ 7,021

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 10,295 ※１ 18,343

未払金 ※１ 3,153 ※１ 2,448

未払費用 1,625 1,992

未払法人税等 1,091 1,341

預り金 144 527

その他 ※１ 776 ※１ 73

流動負債合計 37,248 45,060

固定負債   

長期借入金 65,925 68,340

役員株式給付引当金 － 75

長期未払金 366 103

その他 50 －

固定負債合計 66,341 68,519

負債合計 103,589 113,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,403 16,403

資本剰余金   

資本準備金 14,366 14,366

その他資本剰余金 885 885

資本剰余金合計 15,251 15,251

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 46,571 43,576

利益剰余金合計 46,571 43,576

自己株式 △3,657 △3,657

株主資本合計 74,569 71,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 614 921

繰延ヘッジ損益 △0 －

評価・換算差額等合計 614 921

純資産合計 75,183 72,495

負債純資産合計 178,773 186,075
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②【損益計算書】
 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2024年２月１日
　至　2025年１月31日)

当事業年度
(自　2025年２月１日
　至　2026年１月31日)

売上高 ※１ 132,699 ※１ 135,381

売上原価 ※１ 111,731 ※１ 114,981

売上総利益 20,968 20,400

販売費及び一般管理費 ※２ 11,708 ※２ 13,528

営業利益 9,259 6,871

営業外収益   

受取利息 ※１ 1,402 ※１ 1,730

受取配当金 ※１ 235 ※１ 70

為替差益 817 －

経営指導料 ※１ 1,479 ※１ 1,557

その他 ※１ 172 ※１ 316

営業外収益合計 4,107 3,674

営業外費用   

支払利息 ※１ 514 ※１ 740

為替差損 － 108

固定資産除売却損 ※３ 508 ※３ 348

デリバティブ評価損 － 36

その他 76 180

営業外費用合計 1,099 1,414

経常利益 12,268 9,132

特別利益   

補助金収入 199 67

特別利益合計 199 67

特別損失   

固定資産圧縮損 79 8

製品補償損失 － ※４ 425

関係会社株式評価損 － ※５ 6,205

特別損失合計 79 6,639

税引前当期純利益 12,388 2,560

法人税、住民税及び事業税 2,935 2,416

法人税等調整額 235 △156

法人税等合計 3,171 2,260

当期純利益 9,217 299
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年２月１日　至　2025年１月31日)

      (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 16,403 14,366 885 15,251 40,136 40,136

当期変動額       

剰余金の配当     △2,782 △2,782

当期純利益     9,217 9,217

自己株式の取得       

自己株式の処分       

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

      

当期変動額合計     6,435 6,435

当期末残高 16,403 14,366 885 15,251 46,571 46,571

 

       

 株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

 自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等

合計

当期首残高 △3,655 68,135 546 △3 543 68,678

当期変動額       

剰余金の配当  △2,782    △2,782

当期純利益  9,217    9,217

自己株式の取得 △4 △4    △4

自己株式の処分 2 2    2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

  67 3 71 71

当期変動額合計 △1 6,433 67 3 71 6,504

当期末残高 △3,657 74,569 614 △0 614 75,183
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当事業年度(自　2025年２月１日　至　2026年１月31日)

      (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 16,403 14,366 885 15,251 46,571 46,571

当期変動額       

剰余金の配当     △3,294 △3,294

当期純利益     299 299

自己株式の取得       

自己株式の処分       

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

      

当期変動額合計     △2,994 △2,994

当期末残高 16,403 14,366 885 15,251 43,576 43,576

 

       

 株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

 自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等

合計

当期首残高 △3,657 74,569 614 △0 614 75,183

当期変動額       

剰余金の配当  △3,294    △3,294

当期純利益  299    299

自己株式の取得 △0 △0    △0

自己株式の処分      －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

  307 0 307 307

当期変動額合計 △0 △2,995 307 0 307 △2,687

当期末残高 △3,657 71,574 921 － 921 72,495
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 ……………………… 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …………… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 …………… 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品及び仕掛品 …… 主として個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品 ………… 移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物　　　　31～47年

機械装置　　５～10年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

（退職給付見込額の期間帰属方法）

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準を採用しております。

（数理計算上の差異の費用処理方法）

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(3) 役員株式給付引当金

　役員の株式給付報酬の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準

当社は、高度な精密加工技術を基幹技術として、金型・工作機械、電子部品、電機部品の製造販売を主な事

業内容としております。

収益の認識は、顧客ごとの契約条件に基づいて当該製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務

が充足するときを通常の時点（収益を認識する通常の時点）としており、その通常の時点とは以下のとおりで

あります。

製品の国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常である場合に

は、出荷時に収益を認識しており、海外への販売においては、主にインコタームズで定められた貿易条件に基

づき、法的所有権、物理的占有、重大なリスク等が顧客に移転した時点を、製品に対する支配が顧客へ移転し

て提供した製品に関する対価を収受する権利を当社が有したものと判断し、収益を認識しております。

一部の取引においては、顧客が定める仕様による製品の製造を行っており、当該製品は転用が不可能である

こと、及び、履行義務の完了した部分については対価を収受する権利を有していることから、一定の期間にわ

たり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しており、その進捗度

は、主に期末日までに発生した原価が、予想される総原価に占める割合に基づいて測定しています。また、顧

客から原材料を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に対して販売する有償受給取引については、原材料等の

仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識しております。

上記とは別に電機部品の顧客に対して、金型を企画制作し手配する履行義務を負っています。当該履行義務

は手配した金型により部品の量産が開始された時点で充足されると判断し、収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりま

せん。

６．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約について、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は主として外貨建営業債権であります。

(3) ヘッジ方針

内規に基づき、主として輸出売上に係る為替変動リスクを回避するため、外貨建営業債権の残高の範囲内

でヘッジ取引を行っております。

なお、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ有効性の判定は、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計と

を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。

 

（重要な会計上の見積り）

（有形固定資産の減損）
(1) 財務諸表に計上した金額

 
　前事業年度

（自　2024年２月１日
　　至　2025年１月31日）

　当事業年度
（自　2025年２月１日
　　至　2026年１月31日）

有形固定資産 46,286百万円 47,987百万円
減損損失 － －

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「第５．経理の状況　１．連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項　（重要な会計上の見積

り）」に記載のとおりであります。

 

（関係会社投融資の評価）
(1) 財務諸表に計上した金額

 
　前事業年度

（自　2024年２月１日
　　至　2025年１月31日）

　当事業年度
（自　2025年２月１日
　　至　2026年１月31日）

関係会社株式 34,068百万円 30,053百万円
関係会社株式評価損 － 6,205
関係会社出資金 1,655 1,655
１年内回収予定の長期貸付金 3,427 7,724
関係会社長期貸付金 36,787 42,472

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法
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　関係会社株式及び関係会社出資金については、実質価額が投資額に対して著しく低下している場合に

は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けされる場合を除いて、実質価額まで評価損を計上すること

としております。

　また、関係会社に対する貸付金については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当

金として計上することとしております。

　当事業年度において、当社連結子会社であるミツイ・ハイテック（ヨーロッパ）エスペーゾーの株式

に対して関係会社株式評価損6,205百万円を計上しております。なお、同社に対する1年以内回収予定の

長期貸付金2,304百万円及び長期貸付金10,391百万円については、回収可能と判断しており、貸倒引当

金は計上しておりません。

②主要な仮定

　関係会社の投融資の評価については、各関係会社の事業計画等を基礎としております。事業計画は、

市場動向や生産計画等について合理的な仮定を置いて策定しております。

③翌事業年度の財務諸表に与える影響

　将来の各関係会社を取り巻く様々な環境の変化等により業績が著しく悪化した場合には、翌事業年度

の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。

 

（会計方針の変更）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

従来、当社は、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法（ただし、1998年４月１日以降取

得の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。

当社は、競争力強化や生産能力増強のための設備投資を推進するとともに、生産設備の汎用化を進めてお

り、今後は有形固定資産の安定的な使用による平準化された経済的便益の消費が見込まれるため、定額法が

経済実態をより適切に反映すると判断しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞ

れ20億９千５百万円増加しております。

 

（追加情報）

（業績連動型株式報酬制度の導入）

　当社は、業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board

BenefitTrust））」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

（1）取引の概要

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本

信託」といいます。）を通じて取得され、業務執行取締役に対して、当社が定める役員等株式給付規程に従っ

て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が本信託を

通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、業務執行取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、

原則として取締役の退任時となります。

（2）信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。前事業年度末の当該自己株式の帳簿価額は646百万円、株式数は277,500株、当

事業年度末の当該自己株式の帳簿価額は646百万円、株式数は277,500株です。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示されたものを除く）

 
前事業年度

（2025年１月31日）
当事業年度

（2026年１月31日）

短期金銭債権 9,292百万円 12,750百万円

短期金銭債務 6,770 8,147

 

※２　事業年度末日満期手形等

　事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

　なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等が事業年度末残

高に含まれております。

 
前事業年度

（2025年１月31日）
当事業年度

（2026年１月31日）

電子記録債権 －百万円 197百万円

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　2024年２月１日
至　2025年１月31日）

当事業年度
（自　2025年２月１日
至　2026年１月31日）

営業取引による取引高   

売上高 8,479百万円 10,002百万円

仕入高 6,973 8,528

営業取引以外の取引による取引高 2,853 3,365
 
 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度43％、当事業年度38％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度57％、当事業年度62％であります。   

　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前事業年度

（自　2024年２月１日
   至　2025年１月31日）

 当事業年度
（自　2025年２月１日
   至　2026年１月31日）

販売手数料・広告宣伝費 262百万円 257百万円

運搬費 2,955 2,990

役員賞与 111 88

給与 2,621 2,910

賞与 842 1,002

退職給付費用 145 153

役員株式給付引当金繰入額 △37 75

支払手数料 804 1,137

減価償却費 430 769

租税公課 658 596

 

※３　固定資産除売却損（営業外費用）の内訳

 
前事業年度

（自　2024年２月１日
至　2025年１月31日）

当事業年度
（自　2025年２月１日
至　2026年１月31日）

建物 342百万円 124百万円

構築物 47 1

機械及び装置 88 189

車両運搬具 － 0

工具、器具及び備品 28 14

ソフトウェア 1 18

その他 0 0

合計 508 348

 

※４　製品補償損失
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前事業年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

該当ありません。

 

当事業年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

製品補償損失は、当社が製造・販売した製品の一部について、取引先における半導体の組み立て工程

において品質不良が判明したため、当該品質不良に係る補償損失を計上したものであります。

 

※５　関係会社株式評価損

前事業年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

該当ありません。

 

当事業年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

関係会社株式評価損6,205百万円は、当社連結子会社であるミツイ・ハイテック（ヨーロッパ）エス

ペーゾーの株式に関して、評価損を費用計上したものであります。

 

（有価証券関係）

　前事業年度（2025年１月31日）

　関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

　なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

区分 前事業年度（百万円）

関係会社株式 34,068

 

　当事業年度（2026年１月31日）

　関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

　なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

区分 当事業年度（百万円）

関係会社株式 30,053
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2025年１月31日）
 

当事業年度
（2026年１月31日）

繰延税金資産        

減損損失  506 百万円  496 百万円

関係会社株式評価損  486    2,444  

退職給付制度改定損  160    －  

未払事業税  120    126  

減価償却超過額  113    270  

収益認識原価差額  99    228  

その他  154    270  

繰延税金資産小計  1,642    3,837  

　評価性引当額  △767    △2,788  

繰延税金資産合計  874    1,049  

繰延税金負債        

前払年金費用  △345    △355  

その他有価証券評価差額金  △268    △420  

その他  △35    △43  

繰延税金負債合計  △649    △819  

繰延税金資産の純額  224    229  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2025年１月31日）
 

当事業年度

（2026年１月31日）

法定実効税率  30.4 ％   30.4 ％

（調整）        

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.4    3.6  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △0.6    △0.3  

税額控除  △5.4    △20.7  

評価性引当額の変動額  △0.3    75.8  

その他  0.1    △0.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  25.6    88.3  

 

３．決算日後の法人税等の税率の変更

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第十三号）が2025年３月31日に公布され、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年２月１日に開始する事業年度以降に解消が

見込まれる一時差異等については従来の30.41％から31.31％となります。

なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表

等　(1）連結財務諸表　注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており

ます。

 

（重要な後発事象）

該当事項ありません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）
 

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 建物 13,518 ※１ 1,874 37 1,387 13,968 19,081

 構築物 966 309 0 146 1,129 2,065

 機械及び装置 20,648 ※２ 4,839 ※６ 605 3,582 21,299 49,644

 車両運搬具 50 16 0 19 47 268

 工具、器具及び備品 1,416 ※３ 1,076 44 735 1,713 12,973

 土地 6,694 － － － 6,694 －

 建設仮勘定 2,991 8,260 8,117 － ※５ 3,134 －

 計 46,286 16,377 8,805 5,870 47,987 84,033

無形固定資産 ソフトウェア 1,224 ※４　 614 18 416 1,403 946

 その他 251 1,093 614 3 728 20

 計 1,475 1,708 632 419 2,131 967

　（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 ※１ 岐阜事業所 事業所内改修工事 844百万円

 岐阜事業所 事業用建物 367百万円

 阿蘇事業所 事業所内改修工事 274百万円

 本社・八幡事業所 事業所内改修工事 261百万円

 ※２ 岐阜事業所 電機部品製造設備 2,740百万円

 本社・八幡事業所 電機部品製造設備 1,264百万円

 黍田事業所 電子部品製造設備 334百万円

 金型事業所 金型製造設備 228百万円

 阿蘇事業所 電子部品製造設備 137百万円

 直方事業所 電子部品製造設備 135百万円

 ※３ 本社・八幡事業所 電機部品用金型 558百万円

 直方事業所 電子部品製造設備 169百万円

 岐阜事業所 電機部品用金型 152百万円

 黍田事業所 電子部品用金型 138百万円

 ※４ 本社・八幡事業所 基幹・周辺システム更新 578百万円

 ※５ 建設仮勘定の増加のうち、当期に完成した主なものは、上記のとおりであり、期末残高に含まれる
主なものは、次のとおりであります。

 岐阜事業所 電機部品事業 1,263百万円

 本社・八幡事業所 電機部品事業 1,109百万円

 阿蘇事業所 電子部品事業 346百万円

 黍田事業所 電子部品事業 317百万円

２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

 ※６ 本社・八幡事業所 機械装置の撤去 552百万円
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【引当金明細表】

（単位：百万円）
 

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

役員株式給付引当金 － 75 － 75
 
 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ２月１日から１月３１日まで

定時株主総会 ４月中

基準日 １月３１日

剰余金の配当の基準日 ７月３１日（中間配当）、１月３１日（期末配当）

１単元の株式数 １００株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 （特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 （特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 電子公告（注）1

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）１．事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲

載して行います。当社の公告が掲載されるホームページアドレスは、次のとおりです。

（URL https://www.mitsui-high-tec.com/ )

２．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の

規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを

受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及び

その添付資料並びに

確認書

事業年度 自 2024年２月１日 2025年４月21日

 第91期 至 2025年１月31日 関東財務局長に提出

      

（2）内部統制報告書及び

その添付資料

事業年度 自 2024年２月１日 2025年４月21日

 第91期 至 2025年１月31日 関東財務局長に提出

      

（3）半期報告書及び確認

書

第92期中 自 2025年２月１日 2025年９月９日

 半期 至 2025年７月31日 関東財務局長に提出

      

（4）臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２

（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時

報告書であります。

2025年４月23日

  関東財務局長に提出

   

    

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号およ

び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。

2026年３月11日

  関東財務局長に提出

    

（5）訂正臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２

に基づく訂正臨時報告書であります。

2026年１月30日

  関東財務局長に提出
 

EDINET提出書類

株式会社三井ハイテック(E02293)

有価証券報告書

103/111



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  
   

 

   2026年４月15日

株 式 会 社 三 井 ハ イ テ ッ ク
   

 

 取　締　役　会　　　　御　 中  

 

 有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ 

 福　　岡　　事　　務　　所 

 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 上田　知範

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 吉田　一平

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社三井ハイテックの2025年２月１日から2026年１月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社三井ハイテック及び連結子会社の2026年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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欧州市場における一部顧客向けの取引に関連する製造設備の減損及び事業損失引当金

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

注記事項（「重要な会計上の見積り」及び「連結損益計
算書関係」）に記載されているとおり、当連結会計年度に
おいて、会社はミツイ・ハイテック（ヨーロッパ）エス
ペーゾー（以下、「MEA社」という。）が保有する一部顧
客向けの取引に関連する電機部品製造設備について減損損
失3,951百万円を計上するとともに、今後発生が見込まれ
る損失に対して2,591百万円の欧州事業損失引当金を計上
している。
上記の減損損失は、欧州市場における電気自動車
（BEV）の成長鈍化を受け、MEA社の一部顧客向け製造ライ
ンにおいて、当初計画が見込めなくなったことから、会社
が、関連する製造設備について減損テストを実施し、帳簿
価額を回収可能価額まで減額したものである。また、欧州
事業損失引当金は、同顧客との契約から将来にわたって発
生すると見込まれる損失額について、その割引現在価値の
合計額を引当金として計上したものである。
会社が欧州事業損失引当金として計上した一部顧客向け
の取引に関連する将来的な損失額は取締役会で承認された
ものであるが、当該損失額の基礎となる顧客に供給する製
品の数量見通し、製品単位当たりの販売損益の見積り、投
資計画等の仮定については、経営者による主観的な判断を
伴い不確実性が高い。また、同顧客との取引は、欧州事業
において一定の規模を有しており、経営者の判断に基づく
見積りが欧州事業損失引当金の計上額に重要な影響を与え
る。以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検
討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、欧州市場における一部顧客向けの取引に
関連する製造設備の減損及び事業損失引当金を検討するに
あたって、主として以下の監査手続を実施した。
 

（１）内部統制の評価
・将来的な損失額や割引率を含む会計上の見積りに関連す
る内部統制の整備及び運用状況を評価するため、関連証
憑の閲覧及び適格な担当者への質問を実施した。
 

（２）将来的な損失額の検討
・欧州事業の状況及び今後の見通しについて、経営者に質
問した。

・事業計画の見積りの精度を評価するために、前年度の見
積りの遡及的な検討を実施した。

・将来的な損失額の重要な仮定である顧客に供給する製品
の数量見通し、製品単位当たりの販売損益の見積り及び
投資計画の合理性について、主に以下の監査手続を実施
した。

▶　 顧客に供給する製品の数量については、経営者から入

手した生産計画及び顧客からの需要見通し等を閲覧す
るとともに、市場動向との整合性を確かめた。

▶　 製品単位当たりの販売損益については、過去実績から

の趨勢分析を実施するとともに、原価改善施策に関す
る資料の閲覧を実施した。

▶　 投資計画については、投資の前提となる生産計画との

整合性を確かめ、取得予定資産について見積書との突
合を行った。
 

（３）将来損失の割引現在価値の計算の妥当性の検討
・引当金額の算出に用いられる評価モデルについて、計算
の正確性を検証した。

・計算に用いられる割引率について、当監査法人が属する
ネットワーク・ファームの専門家を利用して、計算手法
及びインプットデータの適切性を評価した。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に

関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社三井ハイテックの2026

年１月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社三井ハイテックが2026年１月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上

の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状

況】に記載されている。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書 
   

 

   2026年４月15日

株 式 会 社 三 井 ハ イ テ ッ ク   

 

 取　締　役　会　　　　御　 中 

 

 有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ 

 福　　岡　　事　　務　　所 

 
 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 上田　知範

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 吉田　一平

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社三井ハイテックの2025年２月１日から2026年１月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社三井ハイテックの2026年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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関係会社に対する投融資の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

注記事項（「重要な会計上の見積り」）に記載されてい
るとおり、会社は連結子会社であるミツイ・ハイテック
（ヨーロッパ）エスペーゾー（以下、「MEA社」とい
う。）の株式に対して関係会社株式評価損6,205百万円を
計上している。また、当事業年度の貸借対照表において、
MEA社に対する1年以内回収予定の長期貸付金2,304百万円
及び長期貸付金10,391百万円については、回収可能と判断
しており、貸倒引当金は計上していない。
会社は、関係会社株式について、対象会社の財政状態の
悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性
が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、減損処
理する方針としている。関係会社への貸付金については、
関係会社の財政状態等を勘案し、個別に回収可能性を評価
した上で、回収不能見込額を貸倒引当金に計上している。
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主
要な検討事項「欧州市場における一部顧客向けの取引に関
連する製造設備の減損及び事業損失引当金」は、関係会社
株式の実質価額、関係会社の財政状態及び経営成績等に重
要な影響を与える。また、関係会社投融資の金額的重要性
が高い。以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要
な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、関係会社に対する投融資の評価を検討す
るにあたって、主として以下の監査手続を実施した。
 

（１）会社による投融資の評価プロセスの理解
・経営者による関係会社株式の実質価額の低下の有無の識
別及び評価が適切に実施されているか確認するため、関
係会社株式の評価資料を査閲した。

・経営者による1年以内回収予定の長期貸付金及び長期貸
付金の回収可能性の評価が適切に実施されているか確認
するため、回収可能性の評価資料を査閲した。

 

（２）内部統制の評価
・適格な担当者により関係会社株式の実質価額の判定が行
われているかどうかを含め、関係会社に対する投融資の
評価に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価し
た。

 

（３）関係会社の実質価額、財政状態及び経営成績等の検
討
・関係会社の実質価額、関係会社の財政状態及び経営成績
等に重要な影響を与える一部顧客向けの取引に関連する
製造設備の減損及び事業損失引当金に係る監査上の対応
については、連結財務諸表に関する監査上の主要な検討
事項「欧州市場における一部顧客向けの取引に関連する
製造設備の減損及び事業損失引当金」に記載のとおりで
ある。

・MEA社の個別財務諸表を閲覧し、一部顧客向けの取引に
関連する製造設備の減損及び事業損失引当金が反映され
ていることを確かめた。

・事業計画に基づく返済計画の実行可能性を評価するた
め、関連する資料の閲覧及び経営者への質問を実施し
た。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

　・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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